
放課後児童  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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（36．8％）  

垣   
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トtl  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  ※平成19年5月1日現在（全国学童保育連絡協議会調）  
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放課後児童クラブに係る利用者負担については、2，000円～10，000円の間で設定されている割合が高い。  

割 合   

利用料なし   9．4％   

2，000円未満   8．0％   

2，000～4，000円未満   19．8％   

4，000～6，000円未満   20．1％   

6，000～乳000円未満   15．4％   

8，000～10，000円未満   6．9％   

10，叩0～12，000円未満   7．8％   

12，000～14，000円未満   3．6％   

14，000～16，000円未満   2．9％   

16，000円以上   3．1％   

2003年調査   2007年調査   

5，000円未満   49．1％   41．8％   

5，000～10，000円未満   40．3％   46．4％   

10，000～15，000円未満   9．4％   10．1％   

15，000～20，000円未満   1．1％   1．7％   

20，000円以上   0．1％   0％   

＜平成15年及び平成19年（全国学童保育連絡協騰余韻べ）＞  

＜平成13年地域児童福祉事業等調査（厚生労働省）＞  

課後児童ク  

北青岩宮秋 山 福茨栃群 埼千束神 新  
海森手城田 形 島城木馬 玉葉京奈潟  
道県 県県県県 県県県県 県県都川 県  

兵
庫
県
 
 

大
阪
府
 
 

京
都
府
 
 

滋
賀
県
 
 

三
重
県
 
 

愛
知
県
 
 

静
岡
県
 
 

岐
阜
県
 
 

長
野
県
 
 

山
梨
県
 
 

福
井
県
 
 

石
川
県
 
 

吉
山
県
 
 

奈和 島島岡広 山猿香愛高福佐長熊大官鹿 沖全  
良歌取横山 島 口 島川嬢 知岡賀崎本分崎児縄国  
県山 県県県県 県県県県 県県県県 県県県鳥 県  

（注）1．小学校故については、平成20年5月1粘在の公立小学校数［分校、暦学級の学校を含む］（文鼎学省「学校基本調査速軌）。   
2．放課後児童クラブ実施か所数については、平成20年5月1日現在のか所数（厚生労働省育成環境課調）。   
3．一つの小学校区で放課後児童クラブを複数か所実施することにより、数値が100％を超える場合がある。  
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小学校1～3年生の児童数に占める放課後児童クラブ登録児童数の割合（都道府県別）  
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県
 
 く注）1．児童数については、平成20年5月1日現在の人数（文部科学省「学校基本調査速幸凱）。   

2．放課後児童クラブ登録児童数については、平成20年5月1日現在の人数（厚生労働省育成環境課調）。  
3．割合については、児童数（小学校1～3年生）に対する登録児童数（小学校1～3年生）の割合。  

放課後児章クラブの  

運営費の負担の考え方（児童数36～70人の場合）  
児童1人当たりの公費負担額 （保  

1′2  

育所との比較）  

【放課後児童クラブ】（1人当たり月額）  

481．7   
都県≡三 万円  1・′21， 

2，900円 l公費負担額l l‡  
※平成20年度放課後児童健全育成事業費予算額を基に算出  

1／3 1／3 
国庫崩助基槻  

【保育所】（1人当たり月額）  

全体の概ね1／2を保護者負担で賄うことを想定。   年齢区分 公費負担額  

残りの1／2分について、児童数が10人以上で、原則、   

蔓期休暇（8時間以上開所）を含む年間250日以上開設   
0歳児 13．8万円  

rるクラブに補助。   1・2歳児 6．8万円  

児童数36～70人の場合、国庫補助基準額：240．8万円  3歳児  2．2万円  
その他、開設日数・開設時間に応じて加算   

4歳以上児 1．7万円  

250日は、授業日＝200日、長期休暇45日、クラブ運営上必要な日（遠足等を想   ※平成20年度保育所運営費負損金予算額を基に算出  

定）土日で5日を想定。  

（参考）放課後児童クラブにかかる平成21年度概算要求額 278．5億円（91．6億円増）   
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指導員の平均勤続年数は、常勤で5年未満が約4割、非常勤で3年未満が約5割となっており、短期間なものとなって  

いる。  

（施設数）  

1年未満  1～3年未満  3・－5年未満  5一－10年未満  10～20年未満  20年以上   合計   

常勤  
8   89   274   354   152   138   

（0．8％）   （8．8％）   （27．0％）   （34．9％）   （15．0％）   （13．6％）  
1．015  

公立公営   0   3   22   19   80   125   

（0．0％）   （1．2％）   （8．8％）   （7．6％）   
249  

（32．1％）   （50．2％）  

54   213   284   39   6   
公立民営  6  

（6．5％）   （1．0％）  
602  

（9．0％）  （35．4％）   （47．2％）  

32   39   51   33   7   
民立民掌  2  

（31．1％）   （20．1％）   （4．8％）   
164  

（19．5％）   （23．8％）  

非常勤  
58   378   311   124   22   3   

（6．5％）   （2．5％）   
896  

（42．2％）   （34．7％）   （13．8％）  （0．3％）  

38   110   44   32   5   0   
公立公営  

（2．2％）   （0．0％）  
229  

（16．6％）   （48．0％）   （19．2％）   （14．0％）  

199   240   74   14   2   
公立民営  13  

（2．6％）   
542  

（36、7％）   （44．3％）   （13．7％）  （0．4％）  

69   27   18   3   1   

民立民営  7  
（2．4％）   （0．8％）   

125  
（55．2％）   （21．6％）   （14，4％）  

＜「学童保育の実態と課長引こ関する調査研究」2008年2月独立行政法人国民生活センター＞  

常勤指導員の月給の平均は、約20万円であり、非常勤指導員の月給の平均は、約8．2万円となっている。  

10万円－   15万円－   20万円－   25万円－   30万円～   

5万円末葉  5万円－  40万円以上  合計  

常勤  
4   29   102   568   80   18   74   64   

（0．4％）   （3．1％）   （8．5％）   （1．9％）   （7．9％）・  （6．9％）  
939  

（10．9％）   （60．5％）  

公立公営   
6   18   36   5   7   71   61   

（0．5％〉   く2．9％）   （8．8％）   （17．6％）   （2．4％）   （3．4％）．  （34．6％）  （29．7％）  
205  

19   49   473   30   3   0   2   
公立民営  2  

（3．3％）   （8．5％）   く81．8％）   （5．2％）   （0．5％）   （0．0％）   
578  

（0．3％）  

4   35   59   45   8   3   

民立民営  ロ  （2．6％）   （22．4％）   （37．8％）   （28．8％）   （5．1％）   （0．6％）   （1．9％）   
156  

非常勤  
273   365   92   101   41   0   

（31．2％）  （41．8％）   （10．5％）   （11．6％）   （4．7％）   （0．1％）   （0．0％）   
874  

（0．1％）  

公立公営   68   30   1818 83   38   0   0   

（28．6％）  （12．6％）   （7．6％）   （84．9％）   （16．0％）   （0．4％）   （0．0％）   
238  

（0．0％）  

288   46   12   2   0   0   

公立民営  172  （8．8％）   （2．3％）   （0．4％）   （0．0）   （0．0％）   
521  

（0．2％）  

47   28   6   0   0   0   

民立民営  33  （24．3％）   （5．2％）   （0．9％）   く0．0％）   （0．0％）   （0．0％）   
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＜「学童保育の実態と課題に関する調査研究j2008年2月独立行政法人国民生活センター＞   



放課後子ども教室との関係につ  

【放課後子ども教室推進事業についての内容・目的】  

青少年の問題行動の深刻化や地域の教育力の低下等の緊急的課題に対応するため、放課後や週末等にすべての子どもを  
対象として、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、さまざまな体験活動や交流活動等の取り組みを推進する。  

99  

放課後児童クラブと放課後子ども教室について  

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）   放課後子ども教室推進事業   

趣旨・対象   共働き家庭の児童（小学校おおむね1～3年生）を対象と   すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの居場所を設け、  
して、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供   地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民と  
【児童福祉法第6条の2第2項に規定】   の交流活動等の取組を推進   

20予算額   186．9億円（20，000か所分）   77．7億円（15，000か所分）   

補助率   1／3（国、都道府県、市町村がそれぞれ負担）  1／3（国、都道府県、市町村がそれぞれ負担）   
■‡・l途保護者（利用料．）色相あり  

補助基準額  運営費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）  

（20年度）   創設費：1，250万円、改修費：700万円、  備品費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）   
備品費：100万円  

指導鼻等   放課後児童指導員（専任）を配置   地域の大人、退職教員等を安全管理員、学習アドバイザー等として  
配置   

実施場所   学校内（余裕教室）  28．5％   小学校  
学校内（専用施設）  19．8％   公民館  12％  

・ 

設  

ノまデ諾（平成20年5月）  空諾  

既存公的施設   9．1％  67％  
その他（民家、保育所等）17．0％   

実施か所致  17，583か所（平成20年5月）〔対前年898か所増〕   7．821か所（平成20年度《予定》）   

利用児童数  登録児童数約79万人（平成20年5月）  

要に応じで土曜日も開所）   たり平均126日）   

〔対前年4．5万人増〕  竿驚慧還墓㌶窟2三言ヲ訟〕（平成18年度）   
実施形態等  原則として年間250日以上開所（夏休み等の長期休暇や必  概ね年間を通じて断続的・単発的に実施（平成20年度は1か所あ  

※平成18年度の数値は、地域子ども教室推進事業の実施状況  100   



1．「放漫操子どもブうンlの定義  

○ 市町村が策定する「専業計画」と同計画に基づく「放課後対策事業」  
（放課後子ども教室推進事業・放課後児i健全育成事業）の総称  

5．恕道府県の体制＿役割筈  
○都道府県は、実施主体である市町村において円滑な取組促進が図   
られるよう、以下の支援を実施  
・行政、学校、社会教育、福祉の各関係者及び学識経験者等で構成  
される「推進委員会」を設tし、プランの実施方針、指導者研修の企  
画、事後検証・評価等、域内におけるプランの総合的な在り方を検討  

・コーディネーター、安全管理員、放課後児童指導且等の事業関係  
者の資質向上や什報交換・情報共有を図るための研修の合同開催  

・基本的に教育妻且会が主管部局となるが、都道府県の実情に応  
じて福祉部局が主管部局となっても差し支えない。  

、主管部局は、推進委員会事務局、補助申請書務等の業務を行う  
に当たり、福祉部局（又は教育雇員会）と緊密な連携を図る。  

2．実施千体   

○ 事業計画の策定主体：市町村  
○ 事業の実施主体：市町村、社会福祉法人、特定非営利活動法人他  

3．事業経費   

○ 国において、二つの事業を「放課後子どもプラン推進事業」として、   
交付要綱等を一本化し、都道府県・指定都市・中核市に交付  

○ 都道府県においても、国に準じて交付要綱等を一本化し、国・市町   
村との事務手続を基本的に教育委員会が一括して処理  6．市野ー村の仕制、鵬   

○ 市町村は、行政、学校、放課後児童クラブ、社会教育、児童福祉、   
PTAの各関係者及び地域住民等で構成される「運営委員会」を設覆   
し、事業計画、活動プログラムの企画、事後検証・評価等を検討   

○ 基本的に教育委員会が主管部局となるが、市町村の実情に応じて   
福祉部局が主管部局となっても差し支えない。   

○主管部局は、運営委員会事務局、補助申請事務等の業務を行うに   
当たり、福祉部局（又は教育委鼻会）と緊密な連携を図る。  

4．敲計画の策定  

○ 市町村は、教育委員会と福祉部局の具体的な連携方策、21年産   
までのー放課後子どもプラン推進事業」の小学校区単位の実施計画等   
を盛り込んだ事業計画策定に努めることとする。  

○ また、本書業計画が、次世代育成支援行動計画の内容を前倒しし   
て実施するもの等であっても、行動計画の変更は必ずしも必要としない。  

7＿高野一対における暮蓋の妻撫  

○ 余裕教室の利用や小学校敷地内での実施を基本とし、体育飽、保健室等の学校諸施設の弾力的な活用に努めることとするが、現に公民館や児童   
館など小学校外で事業を実施している、余裕教皇が無いなどの場合に地域の実情に応じて小学校外で実施しても差し支えない。  

○ 各小学校区毎に、学校や関係機関・団体等との連絡網整、活動プログラムの企画・策定等を行うコーディネーターを配せ  
○ 学習活動やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の様々な活動機会の提供や、放課後児童クラブ対象児童に対する現行水準と同様の   
サービス（適切な指導鼻の配す、専用のスペースの確保等）の提供  

就学前児童が育つ場所  

○就学前児童が日中育てられている場所を年齢別に見ると、以下のとおり。  

■事業所内保育施股  

■保育ママ  

ロ幼稚園  

臥家庭等  

囚ベビーホテル  

日記可外保育施設  
（その他）   

ロ保育所  

0鼓児  1歳児  2歳児  3歳児  4歳以上児  
出典）就学前児暮数：平成19年人口推計年報【総務省統計局（平成19年10月1日現在）】  

幼稚園飲助児童数：学校美本調査（速報）【文部科学雀（平成20年5月1日現在）】  
保育所利用児量数：福祉行政報告例（概数）【厚生労働省（平成20年4月＝∃現在）】  
陪可外保育施臥 ベビーホテル：厚生労働省保育諜調べ  
保育ママ、事業所内保育施設：厚生労働省保育諌調べの年齢計の入所児童数を捷分した数値  
穀庭等：就学前児童数と各施設入所児童数総計との糞   



各種の子育て支援事業の制度的な位置付け  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）  
（市町村の責務）  

第21条の8 市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが   
積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当   
該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動   
の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努め㈱。   

第21条の9 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事   
業並びに次に掲げる事業であって主務省令で定めるもの（以下「子育て支援事業」という。）が着実に実施されるよう、必要な措置   
の婁施に努めなければならない∩   

一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業   
二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業   
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業   

（市町村の情報提供等）  

第21条の11市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあったときは、当該保護者の   
希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業   
の利用ができるよう、相談に応じ．必要な助言を行うものとする。  

② 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあった場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又   
は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。  
③ 市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託   
することができる。  

④ 子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  

※国会へ再提出予定の「児童福祉法等の一部を改正する法律案」においては、第21条の9について、子育て支援事業の例示に、乳児家庭全戸   

訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業を追加する改正が盛り込まれてしiるも  
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各種の子育て支援事業に対する財政措置  

次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）   児童育成事業費   

（1）制度概要  ○ 市町村が地域行動計画に基づき策定した毎年度  ○ 市町村等が行うー定の事業に対し、児童手当制  

の事業計画に対し、一定の算定基準に基づいた   度における事業主拠出金を財源として、圭墓毎に  

を国が補助するもの。   定められた一定額を国が補助するもの。  

○具体的には、児章人口等によし  ※児童手当の支給に支障がない範囲内において  
の 算額を配分。  

※尊堂毎に一定額が補助される仕細みではない。  
実施。   

（2）対象事業  ・乳児全戸家庭訪問事業   ・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）  

・養育支援家庭訪問事業   ・病児・病後児保育事業  

・ファミリー・サポートセンター事業   ・家庭的保育事業  

・子育て短期支援事業（シ］斗ステイ・トワイライトステイ）   ・認可化移行促進事業  

・延長保育促進事業   ・休日・夜間保育事業  

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業   ・特定保育事業  

・地域における仕事と生活の調和推進事業   ・一時保育（一時預かり）事業  

・へき地保育所事業   ・地域子育て支援拠点事業  

・家庭支援推進保育事業   ・民間児童館活動事業  

の他事斐（※地域の創意工夫を活かした事   等   

（3）財源   国1／2、市町村1／2   事業主1／3、都道府県1／3、市町村1／3   
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他の社会保障制度における市町村事業の仕組み  

介護保険制度   障害者自立支援法   次世代育成支援  

〔地域支援事業〕   〔地域生活支援事業〕   〔次世代育成支援対策交付金〕  

（事業内容）   （事業内容）   （事業内容）  

市町村において実施する以下の事業   市町村において実施する以下の事業   市町村において実施する以下の事業  
1．必須暮糞   1．必須暮董   

①介護予防事菓   （D相談支援事業  
（※必須暮童はなく＿すべて任意）  

・乳児全戸家庭訪問事集  
メ鵠瞥姦警焉蕎皇損諺箇妄露 業務 

、包括的■継続的ケアマネジメント菓  ④移動支援事業  
・養育支援家庭訪問事業  

務）   
・ファミリー・サポート・センター事業  

2．任意王墓  
⑤地域活動支援センター機能強化事業        ・子育て短期支援専業（シ］－トステイ・  

①介護給付兼等費用適正化事業   トワイライトステイ）  

②家族介護支援事業   
（効その他の上蓋（※各自治肱の創意   

業などのメニュー事業のほ  ・延長保育促進事業  等  
創意工美による暮董婁プ森  ・その他暮糞（※各自治怯の創責  

工美による暮姜妻旋が可能）  エ美による暮妻妾施が可能．）  

（財政支援・財源構成）   
（財政支援■財源構成）  

（財政支援・財源構成）  
地域生活支援事業の実施に必要な費用  市町村が地域行動計画に基づき策  

地域支援事業の実施に必要な曹用につい   
定した毎年度の事業計画に対し二足  

て＿上限錮〔※）の新開内において▲以下の  の隻語基準に基づいた舎百右図が補助  
財源棲成により＿関係者が包搾。  

具体的には、 妻績と人口による基墜   するもの。  
※当該市町村の介護給付辛の3％以内   により＿各毎度の国産号室鏑有配令  具体的には、書董iと児童人口害に  

⊂二爾薩王二＝コ  旬醐  より＿各生麿の国産予箕鰯を配分。  

仲■■tI  l11■巾‖  （国：1／2、都道府県：1／4、市町村：1／4）  

組みではない。  

芸恵、  
※なお、市町村による事業のほか、  

都道府県による事姜（喜門件の高い  

滅rl耳J・‥ら5■以上¢保険料 相談支揺事姜や研修事豊尊）あり。  
※r2号」・‥40一朗■の保険♯  

各種子育て支援事業の取組の現状  
《事 業 名》  《事 業 内 容〉  《19年座乗績》  （地域における箇所数〉  

乳児家庭全戸  
訪 問 事 業  

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を坊間し、子育て支援  

に関する情報提供や養育環境等の把握を行うもの。  
全市区町村の  

58．2％  1．063市区町村 （平成19年度交付決定へ‘－ス）   訪
 
問
支
援
 
 

養 育 支 援  
訪 問 事・業  

養育支操が必要な家庭に対して、訪問による育児・家事の援助や  
技術指導等を行うもの。  

全市区町村の  
42．9％  784市区町村 （平成伯年度交付決定ヘーース）  

親
や
子
の
集
う
場
 
 

地 域 子 育 て  
支援拠点事業  

地域において子育て親子の交流の促進、子育て等に関する相談・  
援助等を行うもの。  

1小学校区当たり   

0．20か所  4．409か所 （平成19年度交付決定ヘナス）   

4，718か所  
（公営3，125か所、   
民営1－593か所）  

（平成18年10月現在）  

児童に対する遊びを通じた集団的・個別的指導、放課後児童の育  
成・指導、母親クラブ等の地域組織活動の育成、年長児童の育  
成・指導、子育て家庭への相鉄等。  

1小学校区当たり   

0．21か所  
児 童 館 事 業  

一 時 預 か り  
（一時保育）事業  

保護者の疾病、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等による  
緊急・一時的な保育サービスを提供するもの。  

1小学枚区当たり   

0．32か所  
7，214か所  

（平成19年度交付決定ヘー一入）  

短 期 入 所  
生 活 援 助  
（ショートステイ）  

事  業  

保雄者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の  
養育が困難となった場合等に、児童養護施設など保護を適切に行うこと  
ができる施投において養育・保護を行う（原則として7日以内）。  

1市区町村当たり   
0．32か所  

584か所  
（平成19年度交付決定へ●－ス）  か

 
 
り
 
 

育
 
て
 
短
 
 

援
 
事
 
 

保護者が、仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり  
児童の養育が困難となった場合等の緊急の場合に、児童茸横施設など  
保雄を適切に行うことができる施設において児童を預かるもの。宿泊可。  

夜間養雄琴  
（トワイライトステイ）  

事  業  

1市区町村当たり   
0．16か所  301か所 （平成19年度交付決定へ●一ス）  

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者（利用会員）と、  

援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援助活動に関す  

る連絡・調整を実施するもの。  

・
・
業
 
 

一
卜
事
 
 

リ
ー
－
 
 

ミ
 
 
タ
 
 

ア
ポ
ン
 
 

フ
サ
セ
 
 

1市区町村当たリ   

0．30か所  540か所 （平成19年鹿交付決定へ◆－ス）  

注：市区町村の総数は1，827（平成19年4月1日現在）。小学校区としての国公立小学校数は22，270（文部科学省「平成20年庭草校基本調査（速報）」（平成20年5月1日現在）。  
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各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況①  
（平成19年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」）  

生後4か月までの全戸肋間事業  
育児支操女鹿訪問事業  生後4か月までの全戸訪問事業  

（こんにちは赤ちやん事業）  （こんにちは赤ちゃん事業）  育児支援家庭訪問事農  

実施市区町村数  J決施軋  実施市区町村勤  摩腸料  実施市区町村敷  庚施串■＼  実施市区町村数  庚施函＼   

北 海 道  103   J57．211   70   J38．91、  滋 賀 県   18   J69．2％ ミ   13 －   J50．0％、   

書 森 県   19   J 47．51ミ   ∫ 27．5％ ミ  京 都 府   16   ∫ 61．5！i ミ   14   ∫ 53．8％ ミ   

岩 手 県   30   ～ 85．71ミ   20   さ 57．1％ ミ  大 阪 府   18   ご 41．9％ ミ   31   ～ 72．1㌃「   

宮 城 県   35   97．2％ ㌔   31   86．1％  兵 庫 県   28   68．3％   23   ： 56．1！i   

秋 田 県   13   52．0ち   4   16．Ol  奈 良 県   41．0，i   15   38．5，i   

山 形 県   28   80．Ol   20   5丁．1％  和 歌 山 県   10   33．3，i   6   20，0，i   

福 島 県   26   43．3ち   14   23．3％  鳥 取 県   15   78．9％   3   15．8％   

茨 城 県   24   54．5l  20   45．5！i  島 根 県   17   81．0％  皿   52．4X   

栃 木 県   18  58．1％   54．8％  岡 山 県   】7   63，0％  16   593X   

群 馬 県   26  88．4！i   15   島 県   39．5！i  18   78．3％  m   47．8，i   

埼 玉 県   27  38．6％   25   35．7％  口 県   14   83．6！i  10   45．5Ii   

干 葉 県   27  48，2l   15   26．8％  島 県   12   50．0％  9   37．5％   

東 京 都   27  43，5％   42   川 県   67．7％  10   58．8％  6   35．3％   

神奈 川 県   12  36．4Ii   15   媛 県   45．5％  7   35．0％  5   25．0†i   

新 潟 県   25  71．4l   16   知 県   45．7，i  19   54．3，i  皿   31．4，i   

富 山 県   皿  73．3l   4   26．7l  福 岡 県   31   47．0，i  31   47．0！i   

石 川 県   19   100．0％  19   100．0％  佐 賀 県   19   82．6，i   8   34．8†i   

福 井 県   14   82．4l   6   35．3l  長 崎 県   21   

山 梨 県   20   
16  69．6％  

71．4l   19   67．9％  熊 本 県   2g   13   27．1％   

長 野 県   47   58．Ol   28   34．6％  大 分 県   81．1％   9   50．0％   

岐 阜 県   21   50．Ol f   15   ！ 35．7％ ざ  宮 崎 県   10   ミ  33．3％   5   16．7％   

・   …    三   30   71．朋iJ   18   i 42．9％‡  鹿 児 島 県   23   一 ● ●   10   ミ 20．4％ ‡   

愛 知 県   29   ＼46．OX ∫   35   ＼55．6％J  沖 縄 県   33   ～80．5％J   17   ミ 41．5％ ∫   

三 重 県   20   169．Ol∫  12  ＼41．4，iJ  全 匡l平 均   1．063   ＼58．2％J   784 _ 142．9！iノ   

■  ←■◆■  ■      平 成18年．度  
■●●－  

■ －  ■●   ．151  ・軸．6，iノ   
※ 各都道府県には政令指定都市・中核市を含む。  

※ 平成19年虔次世代育成支援対籠交付金交付決定ベース  
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各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況②  

（一時預かり）  

実施割合（％）  

北青 岩宮秋山 福茨栃群埼千束神  
海森手城田形烏城木馬玉葉京奈  
道県 県県 県県 県県県県 県県都川  

県  

奈
良
県
 
 

兵
庫
県
 
 

大
阪
府
 
 

京
都
府
 
 

滋
賀
県
 
 

三
重
県
 
 

愛
知
県
 
 

静
岡
県
 
 

岐
阜
県
 
 

長
野
県
 
 

山
梨
県
 
 

福
井
県
 
 

石
川
県
 
 

富
山
県
 
 

新
潟
県
 
 

宮
崎
県
 
 

大
分
県
 
 

熊
本
県
 
 

長
崎
県
 
 

佐
賀
県
 
 

福
間
県
 
 

高
知
県
 
 

愛
媛
県
 
 

香
川
県
 
 

債
島
県
 
 

山
口
県
 
 

広
島
県
 
 

岡
山
県
 
 

島
根
県
 
 

鳥
取
県
 
 

和  
歌  
山  
県  

沖
縄
県
 
 

鹿
児
島
県
 
 り 実施割合は、一時保育実施保す所敵（総数）に占める各都道府県の一時保育実施保育所敷の割合である。（平成†9年度交付決定ベース）  

■2都道府れの実施割合は、その区域内の政令指定都市、中核市に係る実施割合を含んだものである．  



各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況③  

増 嘆 醸 嘆 痩 蝶 痩 蝶 痍 蝶 或 蝶 串 璧 痩 蜜 痩 ≠ 嵯 蝶 蝶 喋 躾 嘆 喋 僅 怯 蝶 蝶 嗅 喋 嗅 ≠ 蝶 嘆 蝶 嘆 嘆 斐 躾 蝶 痩 蝶 薮 嘆 痩 蔓 囲  
蛸 様 叶 賀 田 染 ■ 賛 寸そ 唯1月 網【條 三≡ 邦 ∃ ≡ ♯ 談 論 叫 匿 景 岬 鮮轟 越 せ 叫 ∃ 踏 嘩 ヨ ゼ ロ ■ ≡ 要 屈 匿 都 督 ♯虫 暫 ■ ず 創 業 ♯  刷 迩 ∃  琳   畢ト  鵬  牡 押  ∃ 噂 せ 染 融l＝ 鋼＝蛙 ＋く ‡賂 儲 ■ ■ 匿  ∃  抑    世  藍  価 突  

顆    煙  潜 鶴  ♯  振   洋        峨     増  鮨  制 推 理  噸  米   放  
露  摩  増  

※各都道府県の乳幼児人口（0～4歳）については平成17年国政調査による。  

※地域子育て支援拠点箇所数については、平成19年度交付決定ベース。  
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地域子育て支援拠点事業の都道府県別実施状況  
市区町村数  実施市区町村数   実施率  市区町村数  実施市区町村数   実施率   

北  海  道   180   126   TO．Ol   詔■■■■r   ＝   2¢   21   80．8ち   

書  森  県   40   29   72．5l   京  都  府   26   25   96．2％   

岩  手  県   35   30   85．7l   大  阪  府   43   41   95．3l   

宮  城  県   36   31   86．1l．   ・   仁   1二   41   35   85．4≠   

秋  田  県   25   19   7（i．0㌔   奈  良  県   39   29   74．4ち   

山  形  県   35   29   82．9㌔   和 歌 山 県   30   17   56．7％   

福  島  県   59   24   40．7l   鳥 取● 県   19   18   94．7半   

茨  城  県   44   40   90．9，i   島  根  県   21   18   85．7≠   

栃  木  県   31   25   80．卵仁   岡  山  県   27   21   77．8兄   

群  馬  県   38   24   63．2Ii   広  島  県   23   22   95．7％   

埼  玉  県   TO   57   81．4，i   山  口  県   20   18   90．Ol   

千  葉  県   56   40   Tl、4l   徳  島  県   2ヰ   21   8了．5≠   

東  京  都   62   37   59．7！i   香  川  県   17   15   88．2l   

神 奈 川 県   33   24   72．7！i   愛  媛  県   20   17   85．0％   

新  潟  県   31   30   98．8l   高  知  県   34   19   55．9≠   

古  山  県   15   14   93．3l‘●  1■■■障■  66   50   75．8l   

石  川  県   19   19   10【〉．0ヽ   佐  賀  県   20   13   65．0％   

福  井  県   17   16   94．1％   長  崎  県   23   19   82．8！i   

山  梨  県   28   60．7％   熊  本  県   47   40   85．1％   

長  野  県   81   49   60．5l   大  分  県   18   17   94．4％   

岐  阜  県   42   37   88．1l   宮  崎  県   30   20   66．7！i   

静  岡  県   38   38   100，Ol   鹿 児 島 県   45   30   66．7㌔   

愛  知  県   61   53   86．gl   沖  縄 県   41   22   53．7≠   

三  重  県   29   26   89．7％   全 国 平 均   1．805   1．382   76．6％   

注1）市区町村数は、平成20年11月1日現在。各都道府県には政令指定都市、中核市を含む。  
注2）平成19年虎児董環境づくり基盤整備事業費補助金交付決定ベース  



地域子育て支援拠点事業の都道府県別実施状況  
（乳幼児人口（0～4歳）1，000人当たりのか所数）  

2．0  

1．8  

1．6  

1．4  

1．2  

t O  

O，8  

0．6  

0．4  
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一¶ 】   

L星≡三諾  

注1〉各都道府県の乳幼児人口（0～4歳）については、平成17年国勢調査による。  
注2）地域子育て支援拠点か所数lこついては、平成19年産児童環境づくり基＃整備車業費補助金交付決定ベース。  

各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況③  
（ファミリー・サポートセンター事業）  
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※各都道府県の市町村数（特別区含む）に対するファミリー・サポートセンター箇所数をグラフ化したもの。  
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各種子育て支援サービス・制度の利用状況  

○各種子育て支援サービネ・制度の利用状況を見ると、どれも利用したことがない家庭が半数近くを占める                                                                                                                                                                                                                          d⊇■■・，－」＝！  
○利用したことがある制度・サービス（1歳以上の子どもをもつ初婚どうし夫婦）  

「％ノ  

○  さ   †○  す5  20  25  3¢  35  4¢  イ5  50  

：：：．＿どれも利用しなかった  

産劇卜産後休業制度  

、こ清美毎瑛＼二  
育児休業制度   

公立の認可保育所  

頑車 
■■●●●●●●●●●●●   

私立の認可保育所   

箆可外保育施設・認証保育所  

育児時間制度・  
短時間勤務制度  

企業内保育所   

保育ママ・ベビーシッターなど  

（資料）社会保障・人口間捜研究所「第13回出生動向基本調査」における子どもの出生年が2001年以降の夫婦に係る数値を基に作成。  

各自治体における多様な取組み（事例）①  

鱒名   事彙蠣書   

i   

地域在宅子すて  韓E  駐韓持からの【かかりつけ侵t鴫Jt一度。一時倭書体臓、各■嘗   

支捜無塵rみなと  児体験への蓼加、書任絆、朱書士、保育士ーこよる書児相鉄、良   

つ手J  青嶋の行暮への書取、r良書t■であそばう」への参加、毎月の  

お優り送付などがある。   

マイ良膏t圭蛙  石Ilt■  妊撫中から出生後の1児不安を解消するために．身近な尿書断   

事纂   所帯■「  で育児教主やす児細線を受けることができる蝉度．侵書附ま量録  

割  個tこなっており、rマイ良書1利用券jを捜って平日午愉半日保有  

を★科で3国受けることができる。   

マイ畏曹疇lみんな  石Ill■  手書てコーディネーターぎ巳書し．【手書て支檀プラン】を作成す   

で子膏て応撞事  る。これは、介護保険のケアプランの育児應のようなもので、鍵銑   

集  的・鮒可約な保管サービスの利用を促し、育児不安を輌消し、子ど  

もの発達を支捜するもの。   

派遭型一時保育  凛区  保瞳肴のt鰯、入惧零により、一時的1こ保育が必筆となる子ども   

事凛  の自宅に保育者を叢1しで保脅を行う．一時保育の他．病後児保  

寓、新生児食管もあり。   

派遣型保育サー  七尾簡  市に傑すママとして萱捜されている子育て経験者が、手どもを預   

ビス  かる派遣型保管サービス。くl）産後の母親の身の回りの世岳や新  

生児の世鰭（塵扱・安心ヘルパー派遣サービス〉、（2）病気の回復  

嘲lニある子どもの一時預かり（病後児玉在宅保管サービス〉、（3）  

保護者が病気の時や冠婚葬祭の時などの子どもの一時預かリ  

（訪問型一時保育サービス）が含まれる。保琶の菓漁場所は、良  

再ママの日宅もしくは子どもの自宅．   

専凛痛  t■  事暮撫嘉   

■治♯   

協定モ戚による  書甘区  （り病気や出産のため人陰、（之〉書抜の病気の介雄．（3）冠絶葬   

子どもショートステ  豪、（小事故や災書、（5）そのほか、有腱で暮すできない事情がで   

イ事業  きた嶋合、○▲から小学校8年生までの子どもをショートステイ隆  

カモ戚で糧かる（1日ユ∝氾円、眞免あり）．   

すみすみ子甘て  橿井書  NPO法人やシルバー人材センターなどが行う、一機かりや手雷   

サポート事象  支壌暮の利用料を助成。（＃葬制用料1峰間360円）   

子育てl右撞♯  杉丑E  蝕学的の子どものいる豪蔽に、一時崖甘や■子コンサートなど．  

地ヰの子育て支援サービスに利用できる＃喜E付。   

子すてファミリー  

世帯居住支援   

大匪市  

触   

子育て世帯に焉し  ■サ●  子育て世精l＝適した任軌、の基本的な考え方き県民ヰ業者lこガ   

た住宅・佳オ掛ガ  イドラインとして提示e   

イドライン  

子育て支操マンシ  ■；蔓 こ  区内に供給される、ソフトリヽ－ドの両面で子育てにIE点されたマ   

ヨン匪定例度  ンションを民定・支捜することにより．子輌てしやすい居住ヰ填を  

；■二二1，   

高齢者世帯と手  穐j良市  高齢者住みぜえ細鼓．子育て世帯への転貸支蛙、高齢者向け匿   

育て世帯の任替  良責貸住宅の供給を一体的に実施山   

えモデル事業  

道営であえ－る  豊海逢  進ま住宅について、子育て支綬仕様の住空間、子育て支援サー  

ビスを一体的に塑像．子どもの年齢に基づく柄隈付き入居をヰ  

入J  



各自治体における多様な取組み（事例）  
事業名   屯瞳  

自治体  

妊輪健康旨蛮  姑隠せ慮臨空健診兼用   

費用助成制度  

出産費用助成  分1薩や入院にかかる出  

引いた金額の助成苓。   

乳幼児医療費  乳幼児にかかる医療黄（   

助成  

歯科検診  乳幼児健診とあわせて、   

聴覚せ鯵  羽島市  
揖保川町  

他   

プし－パーク羊  世腿谷匡  住民との協働により、プL   

書  どもたちの好奇心を大切  

くりを実施．   

おもちゃ図書館  障害のある子どもたちに  

選んで遊ぶ機会を提供【  

にも仲Ⅶ作りや情報交躊   
子琶て相談室  瀬野市  育児相腰の総合窓口を  

ージャー」が子育ての悩  

内し   

事集・名   取組  事集概要   

自会体  

「子ども条例」義一走に向け  書出市   チビもの権利を良降し、社会全体で子どもの育ちを支見合う   

た子どもの参簡  地域社会を実現することを目的に制定む検討週程で、公書  

子ども委且、地蔵子ども会縫（26中辛毅区）、3回のバブリッ  

クコメントなどを実施。   

子ども部会の討濾による  土貞道   羊どもの兼集づくり審議会（子どもの末葉づくりのための少   

知事への提案  子化対策椎蔓条例lこ基づく毅丘）の子ども節会で特定のテ  

ーマをもとに娩出し、知暮に提案。   

子どもを虔措から守る粂  三書■ 地  条例に基づき、子育て支援搾IL早期発見対応指針、保証   

例  支援指針を策定し、未然防止・早職発見・回僕・再構築の支  

操を臼る．   

みえ次世代育成応接ネッ  三■■   三重熱の企1と地域の団体が連携して．千鶴てに優Lし、地   

トワーク  域社会づくりに取り絹む地域密着型子育て応接ネットワー  

久マッチング機能、企阿の支援などを冥施．   

子育てネットの運苫・マッ  三t市 他  様々な手打て情轍や子育て相談を行うサイトの運菖や、乳   

フづくリ  幼児のいる子育てモ庭を対tにした市内まちあるきマップの  

作成を企1やNPOと協tして実施．   

子育て総合支挫センター  t■■   市町朴NPO・子育てサークル等の子育て酪庄組織の取組   

事l  を総合的にコーディネートすることや、人材書成、子育て支  

緩僧職の■積・莞償など．子育て支緩着勤を支駄   

子育て平底優待事纂  子育て苦慮にカードを配布し、県内の協賛店■・施設でホ晶  

の綱引や優待サービスなど様々な特典が受けられるt   

チャイルドライン  18鐘までの子どもがかけるt経として、子どもの声に耳を傾  

ける壌の醜成など、手どもの健全な成長のための社会基盤  

づくりの取欄．   

父親の子育て参加促進  ■王■ ●  也き方の見直しとともに．地域や瞳域において父親の王議   

事業  ■成や父親同士の件間づくりを進め、子育て参加の毛織を  

高める。   

出会いの嶋づくり・結婚  イベント等の開催による結緻を望む男女の出会いの機会犠   

応援事業  供や轄楕個層の実施によるお相手紹介く  

を自治体で負担。  

盆景用のうち、出産育児一時金琴を差し  

歯科検診の実施。  

レー」ノーターや地域ボランティアのもと、子  

切に、自由にやりたいことができる遊び場づ  

こおもちやを用意し、気lこ入ったおもちやを  

し、著でも遊べるよう貸し出しを行う．家族  

換の嶋となっている。  

開設し、独自に羊成したー子育てケアマネ  

み全般に対し、適切な支珪サービスを菓  

社会保障国民会議 第3分科会  
（持続可能な社会の構築（少子化・仕事と生活の調和）分科会）   

中間とりまとめ（平成20年6月19日）（抜粋）  

3．（2）地域全体が支える、世代を超えて支える子育て支援   
子育てには時間と人手がかかるが、それだけに得られる幸福感も大きい。  

しかしながら、地域での子どもとのふれあいの減少などにより、矧こなるまでに子育てに肯定的な感情を持てないこ  

と、親になっても、子育てについて身近に悩みを相談する相手がいないことなどから、親が子どもとのきずなを見いだ  

せない、子育ての負担面ばかりを感じがちであるといったケースが増えてきている。子どもに関わる豊かな時間を生み  

出し、子どもと一緒に暮らし、子どもとともに親も成長する充実感、子育ての本当の楽しさを実感できるような子育て支  

援が必要とされてきている。  

子育て支援は地域が支えることが重要である。町内会・自治会、NPOなどの市民団体や、企業、シニアや若者を蛙  

卵様な主体が担し、手となって、地域全体が子育てlこ関われるような支援、子育て家庭のノ  
スクにもきめ細かに対応できるような地域のネットワークが必要である。子育て支援のサービスの担い手としては、依  

然として行政や社会福祉協議会などの半公的な主体が大半を占めているものがあり、新規参入のNPO等が参入し  

づらい現状がある。このため、今後、担い手の育成という視点も含め多様な主体の参画に向けた検討がなされるべき  

である。地方公共団体における政策の決定過程やサービスの現場等においても、親を糊ビスの受け手と  
と三ではな〈、相互支塩生ゝサービスの質の向上lこ関する取組などlこ積極的lこ参画し得る方策 を探るべきである。  

また、 親自身が、やがて支援側に回れるような循還を地域に生み出し、高齢者も含めた地域旦力（例えば地域の  

「社会的祖父力・祖母力」の活用による世代間交流）などを有効に引き出すことができるよう、子育てに優しいまちづく  
りの視点も含めた環境づくりが必要である。多子世帯に配慮した支援なども重要である。  

これからの子育て支援は、すべての家庭を対象に、子ども自身の視点に立つとともに、糎ズを尊重  
し、子育てが孤立化しな轍こ寄り添う形で支援することが重要である。  

幼少期から長期的展望に立って子育てに関心を持つ、「心を育てる」取組を幅広く進めるとともに、子どもを持ち、  

育てる喜びを認識し、共有するための情報発信にも力を入れていくことも必要である。  

116   



現行の情報公表・情報提供の仕組み①  
（認可保育所に関する情報）  

○現行制度においては、市町村に対し、認可保育所の運営状況等に関する情報提供義務が課せられている。  

○また、保育所に対して、地域住民への当該保育所の保育に関する情報提供の努力義務が課せられている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  
第二十四条 （略）  

2～4 （略）  

5 市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めると   
ころにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厘生労働省令㈱の撞供を行わ   
なけ九ばならない。  

第四十八条の三 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対上工その行う保軌脚、並びにその   
行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。  

2 （略）   

◎ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）（抄）  
第二十五条 法第二十四条第五項に規定する厘牛労働省令の定める主項は．次のとおりとする。   

－ 保育所の名称、枯骨及び甜者に関する事項   

－の二 当該保育所が認定こども園（就学前保育等推進法第六条第二項に規定する認定こども園をいう。以下この条において同じ。）  

である場合にあっては、その旨   
二 保育所の施設及び設備の状況に関する事項   
三 次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項  

イ 保育所の入所定員．入所状況、他見の状況及び関所している鮪闇  

口 保育所の倶育の方針  
ハ 当該保育所が認定こども園である場合にあっては、就学前保育等推進法第四条第一項第三号及び第四号に掲げる子どもの数  
二 当該保育所が私立認定保育所である場合にあっては、第二十四条の二第二項の規定により都道府県知事に届け出た選考の方法  
ホ その他保育所の行う喜美に関する事項   

四 法第五十六条第三項の規定により徴収する坂又は就学前保育等推進法第十三条第四項の規定による保育料の後に関する事項   
四の二 当該保育所が認定こども園である場合にあっては、法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもに関する  

利用料の額   
五 保育所への入所手続に関する事項   
六 市町村の行う保育の実施の概況  

② 法第二十四条黄玉項に規定する情報の提供は、  卿ような方法で行うものとする。  117  

◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  
第一章 総則  
4 保育所の社会的責任  

（1） （略）  

（2）保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めな  
けれlまならない。   

第六享 保護者に対する支援  
2 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援  

（1） （略）  

（2）保護者に対し、保育所における子どもの様子や日々の保育の意図などを説明し、保護者との相互理解を図るよう努めること。  
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現行の情報公表・情報提供の仕組み②  
（認可外保育施設に関する情報）  

○現行制度においては、認可外保育施設に対し、利用料、保育士等の配置数及び勤務体制、保険に関する事項   

等について、都道府県に対する報告を義務付けている。  

○都道府県知事は、必要と認める事項を取りまとめ、市町村長に通知するとともに、公表するものとされている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  
第五十九条のこの五 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、御し当該施設の運営の状況を  
」駈遠慮県盟主l通告しなけねばな主なし上。  

2 剋道府県知事蛙、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第一項に規定する施設に閲し児童の福祉のため必真土  

靖を取りまとめ、これを各施設の所在地地表亘るものとする。   

◎ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）  

第四十九条の七 法第五十九条のこの五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日まⅥこ提出することにより   
行うものとする。   

一 施設の名称及び所在地   
二 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地   
三 建物その他の設備の規模及び構造   

四 施設の管理者の氏名及び住所   
五 開所している時間   

六 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項   
七 報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数   
八 入所定員   
九 報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制   

十 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定   
十一 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額   

十二 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容   
十三 その他施設の管理及び運営に関する事項  
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現行の情報公表■情報提供の仕組み③（認定こども園）   

○ 現行制度においては、都道府県に対し、認定こども園を利用しようとする者に対し、施設の名称・所在地等を   

周知する義務が課せられている。  

◎ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律案77号）  
（認定こども園に係る情報の提供等）  

第六条 都道府県知事は、第三条第一項又は第二項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、当該認定を受けた  
施設において提供される±ニビスを利用しようとする者に射し、筑四条笛一項各号に揚げる塞項及び教育保育枕専 （当該施設において行われる教育及び  

保育並びに子育て支援事業の概要をいう。次条第一項において同じ。）についてその周知を図るものとする。第三条第三項の規定による公示を行う場合も、   

同様とする。  
2（略）   

（認定の申請）  

第四条 前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項各号又は第二項  
各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。  
一 氏名又は名称及び住所並びに法人l≒あっては、その代表者の氏名   

二 施設の名称及び所在地  
三 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児の数（満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものと  

する。）   

四 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもの数（満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に  

区分するものとする。）  

五 その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項  
2（略）   

◎就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成十八年文部科学省・厚生労働省令第三号）  
（法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項）  

第四条 法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  
一 認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的と  

するものの別  
二 認定こども園の名称  

三 認定こども園の長（認定こども園の一体的な管理運営をつかさどる者をいう。）となるべき者の氏名   

四 散育及び保育の目標並びに主な内容  
五 第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの  
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現行の情報公表・情報提供の仕組み④  
（子育て支援事業）  

○ 現行制度においては、市町村に対し、子育て支援事業に関する必要な情報提供の義務が課せられている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  

第二十一条の十一 市町村は、二㈱ 行うとともに、保護者から求めがあったときは、当該保護者   

の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事什を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利   

用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。  

② 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあった場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は   

調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要諦を行うもの．とする。  

③ 市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託すること   

ができる。  
④ 子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  

◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  
第六章 保護者に対する支援  
3 地域における子育て支援  
（1）保育所は、児童福祉法第48条の3の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等  

を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努めること。  
ア 地域の子育ての拠点としての棲能  

（ア）～（ウ）（略）  

（エ）地域の子育て支援に関する情報の境供  
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他の社会保障制度における情報提供制度の例①（医療）   

改正前制度  現行 制 度  

住   

県  

関  

T     O「一定の惰軌は医療職朋でも閲覧可能        0正確かつ達切な情報の積捷的な提供を行うよう努める責務   民  

【患者が医療情報を得る手段】   

○医療横間の行う広告  

○ インターネット等による広報   

※ 医療機関側による任意の情報   

○ 利用者に対する医療機関内の院内  
掲示  

○ 患者等からの相軌＝適切に応ずるよう努める責務  【見直しの視点】   

○ 必要な情報は一律に提供   

○ 情報を集約化  

○ 客観的な情報をわかりやすく提供  

○ 相談・助言機能の充実  

【「一定の情報」の例】※具体的な脚討全で検討  

○ 管理・運営・サービス等に関する事項（診療科日、診療日、診療時間、病床数、外国語対応 等）  

○提供サービスや医療連携体制に関する事項（書門医〔※広告可能なものに限る〕、保有する設備、   

対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンドオピニオン対応、地域医薇連凛体制等）  

○ 医療の実績、結果に関する事項（医療安全対策、院内感染対策．クリテイカル′くスの実施、   
診療情報管理体制、情報開示体制、治療結果に関する分析の有無、患者数、平均在院日数等）   

※死亡率など治療結果情報のアウトカム指標については、今後、データの適切な開示方法等、客観的な  
評価が可能となったものから順次追加予定  
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別添  
医療機関の医療機能に関する情報【病院】   

1．管理・運営・サービス等に関する事項  注記   

（1）基本情報  

病院の名称  ※正式名称（フリガナ）・英桔表紀伯－マ字褒妃）   

2  病院の閑散肴  

3  病院の管理者  

l  病院の所在地  ※郵便番号・住所（フリガナ）・英語衰妃   

5  案内用t桔番号及びファクシミリ番号  

6  診療科目  ※医療法施行令第3集ゐ2に基づく診療科目名   

7  鯵ホ日（診療科日別）  ※象記方法は都道府県の任意  ．   

8  診ホ時間（診療科目別）  ※表記方法は都道府県の任意   

l  病床種別及び届出・肝可病床劇  

（2）病l監へのアクセス  

10  病院までの主な利用交通手段  ※表記方法は都道府県の任意   

有無  

病院の駐車量■  駐車台数  

有料t無料の別  

ほ  支内用ホームページアドレス  

13  案内用t子メールアドレス  

14  外来受付時間（鯵療科日別）  ※泉紀方法は覇道府県の任意   

15  予約鯵欄の有東  ※表記方法は都道府県の任意（診療科の別、初診・再診の別、予約用電話番眉等）   

18  時間外対応  ※別表   

17  面会の日及び時間帯  

（3）院内サービス等  

18  院内処方のキー  

19  対応することができる外国悟の種類  ※表記方法は都道府県の任意   

20  障書者に対するサービス内容  ※別表   

21  車椅子利用者に対するサービス内容  ※別表   

22  受動喫煙を防止するための措覆  ※別表   

医療に関する相談窓口の設置の有無  
2：1  医療に関する相談に対する体制の状況  

相談員の人数  

24  病院内の売店又は食堂の有無  

25  入院食の提供方法  

（4）女用負担等  

28  保険匹敵櫨肌公貸1担匿僚廿叫及びその他の麟続の檀積  ※別表   

「特別の探養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッ  
ド数及びその金額  

「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び  
その金線  

2丁  選定療雇  
「保険医欄機関が表示する診療時間以外の時間における  
診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額  

r病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特  
別の料金の徴収の有無及びその金額  

「病床数が200以上の病院について受けた再診」に係る特  
別の料金の徴収の有無及びその金額   

28  治験の実施の有無及び契約件数  報告を行う年度の前年度の治験実施に係る契約件数   

2g  クレジットカードによる料金の支払いの可否  

3D  先進医療の実施の有無及び内容  ※記入式（文字数等の制限可）   

2．提供サービスや医ま違秩体1剛こ関する事項  

（1）診療内容、提供保健・医療・介護サービス  

31  専門医の種類及び人数  ※別表   

32  保有する施改段備  ※別表   

33  併設している介護施設  ※別表   

34  対応することができる可能な疾患・治療内容  ※別表   

35  対応することができる短期滞在手術  ※別表   

36  専門外来の有無及び内容  ※記入式（文字数等の制限可）   

37  健康診断、健康相談の実施   
健策診断実施の有無及び内容   ※言己入式（文字数等の制限可〉  

健康相談実施の有精及び内容   ※記入式（文字数等の制限可）   

38  対応することができる予防接種  ※別表   

39  対応することができる在宅医療  ※別表   

40  対応することができる介捜サービス  ※別表   

セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無  
41  セカンド・オピニオンに関する状況  

セカンド■オピニオンのための診療の有無及び料金  

42  地域医療連携体制   
医療連携体制に対する窓口設置の有無  

地域連携クリテイカル／くスの有無  

地域の保健医療サービス又は福祉サーービス  
43   を提供する肴との連携に対する窓口設置の  

有無  
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3．医療の実♯、鰯異に嘱する事項  

医♯従事者の人数   ※別表  

44  病院の人■配t  外来患者を担当する医療従事者の人数   ※別表  

入院患者を担当する医療従事者の人数   ※別表   

45  モ護師の配書状況  ※一般病床、■養病床、精神病沃、患染痘病床、結核病床別の書護配t   

医療安全についての相蛛窓口役tの有無  

医療安全t理者の配tの有無及び■任又は兼任の別  
ヰ8  法令上の義務以外の医♯安全対策  

安全管理部門の設tの有無及び部門の構成■の書穫  

匡■事故情報収集専事業への参加の有無  

院内感染対策を行う者のE暮の有兼及び専任又は兼任の別  

47  法令上の♯務以外の院内感染対策  境内感染対策部円の設tの有丸及び部門の♯成■の■檀  

院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無  

48  入院鯵ホ計画策定時における院内の1携体輌の書■  

オーダリングシステムの中人の有無及び導入状況  

lCDコードの利用の有無  
ヰ9  診療情報管理体制  

t子カルテシステムの導入の有無  

診療録管理■任従事者の有無及び人数  

郭  情報開示に関する窓口の有無  

51  症例検討休刊   
臨床病理検討会の有無  

予後不良症例に関する院内検肘体制の有無  

死亡率、再入鹿率、疾患別・治療行為別の平均在院日数  
等治療綺具に関する分析の有ね  

52  治療緒果什相  
死亡率、再入院串、疾患別・治療行為別の平均在抗日数  
零治療結果に関する分析結果の提供の有ホ  

病床積倒ごとの患者数   前年度の18平均点音数  

53  患者数  外来患者の敷   前年度の1日平均患者数  

在宅患者の数   前年度の1日平均患者数   

54  平均在院日数  前年度の日数   

55  患者満足度欄倭   
患者満足度臍査実應の有無  

患者満足度爛査結果の提供の有無  

56  （財）日本医療機能押価機檎l＝よる致定の有無  

他の社会保障制度における情報提供制度の例②、（介護）  

介護サビスの公表度の主   
十情報制旨   



介護サービス情報の公表制度の仕組み  
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介護サービス情報の公表事項① 【報告事項】  

一 事業所又は施設（以下この表において「事業所等」という。）を運営する法人又は法人でない病院、診療所若し〈は薬局（以下この   

号において「法人等」という。）に関する事項   

イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先   
口 法人等の代表者の氏名及び階名   
ハ 法人等の設立年月日   
二 法人等が介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する介護サービス   
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項  

二 当該報告に係る介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項   
イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先   
口 介護保険事業所番号   
ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名   
二 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日又は指定若しくは許可を受けた年月日（指定又は許可の更新を受けた場合  

にはその直近の年月日）   

ホ 事業所等までの主な利用交通手段   
へ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項  
制垂題   
イ 拙種別の従堂老の数   
p 従糞者の勤務形態．労働暗闇、酬 院患者数簑   
ハ働た経験年数等   
二 従芙者の健康診断の実施状況   

ホ その他介護サービスの種板に応じて必要な事項  
四 介護サービスの内容に関する事項   

イ 事業所等の運営に関する方針   
口 当該報告に係る介護サービスの内容等   
ハ 当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績   
二 利用者等（利用者又はその家族をいう。以下同じ。）、入所者等（入所者又はその家族をいう。以下同じ。）又は入院患者等（入院  

患者又はその家族をいう。以下同じ。）からの苦情に対応土星忍口等の状況   
ホ 当該報告に係る介護サ仙ビスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項   
へ 事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等   
卜 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把渡する体制、第三者による評価の実施状況等   
チ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項  

五 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項  
六 その他都道府県知事が必要と認める事項  
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介護サービス情報の公表事項② 【調査事項】（抄）  

第一 介護サービスの内容に関する事項   

一 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院   
患者等の権利擁護等のために講じている措置   

イ 共通事項（（3）については福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を、（4）に  
ついては居宅介護支援を除く。）   
（1）  介護サービスの提供開始瞭における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び利用者等、入所者等又は入院患者等の  

I司青の取得‥の壮滑   

（2） 利用者等、入所者等脚の状況   
（3）利用者、入所者又は入院患者の状態に応じた当該介護サービスに係る計画の作成及び利用者等、入所者等又は入院患者等の風真  

の取得の壮滑   

（4） 利用者等、入所者等又は入院患者等に対する利用者、入所者又は入院患者が負担する利用料に関する説明の臭魔の状況   
口～二 （略）   

二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置   
イ 共通事項   

（1） 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの掌の確保のための取細の状況   
（2） 利用者、入所者又は入院患者のプライバシーの保護のための取細の状況   

口～ワ （略）   

三 相談、苦情等の対応のために講じている措置   
共通事項  

四 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置   

イ 共通事項（福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。）   
（1） 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況  

（2） 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況  

口 （略）  

五 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携   
イ 共通事項   
（（1）については訪問介護（中略）に限る。）   
（1） 介護支援眉門畠書との連携の状況   

（2） 幸治の医師等との連摸の比況   
（3） 地域包括支援センターとの連携の状況   

口～ヌ （略）   

第二 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項   
一 遍切な事業運営の確保のために講じている措置  

共通事項   
（1） 従業者等に対する従蓋者等が守るべき倫理瑚温   
（2） 計画的な手菱運営のための取組の状況   

（3） 事菱運営の透明性の確保のための取組の状況   
（4） 介護サービスの提供に当たって 改善すべき醐組の状況   

二 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置  
共通事項（（3）については、訪問介護（中略）に限る。）  

（1） 事業所又は施設における役割分担等の明確化のための取組の状況  
（2） 介護サービスの提供のために必要な情報につ‡いて従業者闇で共有  ための取組の状三  
（3） 従業者からの相談に対する対応及び従堂者に対する桔凛の妾條の状況   

三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置  
共通事項  
蛮全管領及び衛牛管理めための取細の状況   

四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置  
共通事項   

（1）  個人情報の保護の確保のための取組の状況  
（2） 介護サービスの提供記録の聞元の実施の壮況   

五 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置  
共通事項  
（1） 従蓋者等の計画的な教育．研 
（2） 利用者等、入所者等又は入院庚者等の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の  
（3） 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況   

第三 都道府県知事が必要と認めた事項  

の冥】罷の状‡   



社会福祉事業の評価に関する枠組み  

○ 社会福祉事業については、社会福祉法により、サービスの質の評価を行うこと等により、良質かつ適切なサー   

ビスを提供する努力義務が課せられている。  

◎ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）（抄）  

（福祉サービスの質の向上のための措置等）  

第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービス  

を受ける者の立場に立って良質かつ達切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。  

2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ達切な評価の実施  

に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。  
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保育所の自己評価に関する枠組み   

○ 保育所については、保育所保育指針により、保育の質の向上を図るため、保育所の保育内容等について自  己評価を行い、その結果を公表する努力義務が課せられている。  

◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  

第四章 保育の計画及び評価  

2．保育の内容の自己評価  

（2）保育所の自己評価   

ア鑑真底止、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等に？D工丘旦  

評価を行0、皇卿。   

イ 保育所の自己評価を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。   

（ア）地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解を持って取り組むとともに、評価の結  

果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。   

（イ）児童福祉施設最低基準第36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に閲し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。  
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「福祉サービス第三者評価事業」の概要  

1㈲音・目的   
○ 意義   

事業者の提供するサービスの質を当事者以外の公正・中立な第三者評価機関が専門的かつ客観的な  
立場から評価する事業。  

○ 目的   

個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること。また、   

碍祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス   

選択に資するための情報となること。  

2．福祉サービス第三者評価事業 

○ 指 
の推進方策  

針の策定  

福祉サービス第三者評価事業の普及・促進を図るため「福祉サービス第三者評価事業に関する  

指針」を発出。 （平成16年5月7日）  
さらにガイドラインを元に、サービス分野別のガイドラインを検討し、順次通知として発出。  

○ 推進体制  
【全国の推進組織】  

全国社会福祉協議会が、評価事業普及協議会・評価基準等委員会を設置し、福祉サービス第三者  
評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行う。  

【都道府県の推進組織】   

・都道府県推進組織が、第三者評価橡関認証委員会・第三者評価基準等委員会を設置し、第三者評価  

機関の認証、第三者評価基準の策定、第三者評価基準結果の公表等を行う。  
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「福祉サービス第三者評価事業」の推進体制  

ず生労鵬省  

助成・恥害  助成・的琶  

全在社会福祉協闊会  都道何れ推進槻＃  

全国社会福祉協議会Iこ押領事象酋及協議会及び  
評価基準等善良会を組  

以下の顎琵琶菓縫   

0伝道府嘱l粧逓増ヰにl灯するガイドラインの翳定・雲   
間こ隋すること  

0罷祉サービス亀三番騨輌瑚狂柾ガイドラインの幣   
定・要厭に『すること  

01各社サービス第三者押缶基華ガイドラインの悔雀 
更新に喝すること  

01亀敬サービス第三者群像暢欒の公諷ガイドラインの   
策定・更鱗こ蝕すること  

Oi評脚盈菅又成羽♯専モデルカリ手コラムの作成 
更新その他騨缶調き壱k罷研修に時するこ亡   

0福祉サービス驚三者評価蓼棄の旨及暫共に閲するこ  
と  

ぐ）モの憎砥祉サービス第三者肝師事饗の花道に間可る  
こと  

班選局眉、詳遅何県社会福祉協議会、公立法人又  
は班邑何県村道当と監める団体とする  

勢≡名評価1纏聞重患証委員会  

巣三者評価機関  

0果三青騨相同の擢旺  
0勢≡看膵囁尊書に喝する苦情等への対昭  
0その他累≡青枠膵雷の檻牡  

幕≡曹騨価  
■職違の  
巳のに毛頭  

策三吉評価基層等委員会  陣
価
 
 

n第三書評低量撃取しF零三壱評囁▲わ手法の馬登・   
貿鯖  

〔〉評価阿歪首賛成研修及び評価調査青総柄研修の   
糊  

口第三書評缶事賛に関する問悔ク上隈放び酋及啓発   

tて）累三善評価給電の訟巽等  

福祉サービス事象巻  

い隅即  ？
－
ビ
ス
罠
倶
 
 

W A M N E T・〈第三者評価事業に関する情報の鵜戟）  

憫牒紀〕利用  … 哨萄の利用  

利  用  者  



「福祉サービス第三者評価事業」の   

保育所における受審の状況  

受藩件数  受審率   

川7年度   川8年度   川9年度   川7年度   川8年度   川9年度   

1，了66   2，155   3，αは   1．87％   2．24％   3．17％   

529   650   977   Z詳軌   え餌％   4．28％   
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方（抜粋）  
（平成20年5月20日社会保障審議会少子化対策特別部会）  

2 サービスの量的拡大  

（1）「質」が確保された「量」の拡充  

○ 次世代育成支援に対する財政投入全体の規模の拡充が必要であるが、緊急性の高さや実施や普及に時間がかかることを  

考慮し、とりわけサービス（現物給付）の拡充に優先的に取り組む必要がある。   

6 すべての子育て家庭に対する支援等  

○ 育児休業の取得促進には育児休業給付が重要であるなど、現金給付について剋星である。  

社会保障国民会議 最終報告（抜粋）  
（平成20年11月4日社会保障国民会議）  

3 中間報告後の議論  

（5）新たな制度体系構築に向けた基本的視点  

③国民負担についての含意形成  

少子化対策は社会保障制度全体の持続可能性の根幹にかかわる政策であり、その位置づけを明確にした上で、効果的な財源投  

入を行うことが必要。   

国民の希望する結婚、出産・子育てを実現した場合の社会的コストの追加所要額は、昨年末、「子どもと家族を応援する日本“重点  

戦略”」において、1．5兆円～2．4兆円と推計されているところ。  

また、同試算には含まれていないが、施設整備やサービスの質の維持・向上のためのコスト、社会的養護など特別な支援を必要とす  

る子ども達に対するサービスの充実に要するコスト、さらには児童手当をはじめとするモ責工⊆阻する経済的支援の充実も、緊急性の  

高い保育を艶めと生る±ヒービスの充実の優先の必要性にも留意ヒ互互監旦三途鼓圭づ皇。   

少子化対策は「未来への投資」として、国、地方公共団体、事業主、国民が、それぞれの役割に応じ、費用を負担していくよう、合意  
形成が必要。   



妊娠・出産・子育てに関連した経済的支援  

○妊娠・出産子育てに関連した経済的支援としては、  

・「出産育児一時金」・‥出産費用の負担軽減  

・「出産手当金」「育児休業給付」・・・産前産後休業・育児休業中の所得保障  

・「児童手当」‥・児童を養育する者に対する手当  

が主なものとなっている。  

○育児休業（給付）や短時間勤務等の措置は、保育サービスと必要性・量等の面において表裏の関係にある。  

l  

：妊婦健診費用の：   

… 篭㍍ 室  
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妊婦健診の公糞負担の拡充について  

自重  

○妊婦が、健診費用の心配をせずに、必要な回数（14回程度）の妊婦健診を受けられるよう、公費負担を拡充。  

○現在、地方財政措置されていない残りの9回分について、平成22年度までの間、国庫補助（1／2）と地方財政  

措置（1／2）により支援。  

＜現状＞  
l‾‾‾‾‾‾‾■－－－■■ 「  

＜拡充案＞  

［コ帥補助  

［：コ地方財政楕眉   9回   

個人負担又は  

市町村の任意助成   

5回  

市町村  
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子育てしながら働くことが普通にできる社会の実現に向けて  
（今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書平成20年7月1日）  

仕事と家庭の両立の現状  今後の両立支援の基本的な考え方  

○就労している女性の約7割が第1子出産を機に退   

職   
※女性の育児休業取得率は7割超   

※「仕事を続けたかった力1士事と子育ての両立の難しさで辞め   
た」女性労働者が多い。  

○育児休業後に両立を続けられる見通しが立たない  

○育児休業からの復帰後も継続就業しなが   
ら子育ての時間確保ができる働き方の実   

現   

＝ 保育所への送り迎えが余裕を持ってできる   

※ 育児のための短時間勤務の導入企業は約3割  

○全ての企業の労働者が育児期に短時間勤務   

が選べるようにする必要  ○男性の育児へのかかわりが十分とはいえない   
※休業取得率は0．50％に過ぎない。一方、育児休業を取得し  

たいと考えている男性労働者は約3割  

○男性の家事・育児分担の度合いが低いため、妻の   

子育て不安が大きく、少子化の一因となっている   
※男性の家事・育児分担の度合いが高いと、妻の出産意欲が高い  

○父親も子葺三豊≡かかわることができる働   

き方の実現  

○父親の育児休業取得などの育児参加を促   

進する必要  

○父母と子どもとの時間が十分にとれない  
○労働者の子育て・介護の状況に応じた両   

立支援制度の整備  

○労働者の子育て・介護の状況はさまざまであり   

状況に応じた利用しやすい制度とする必要  

○家族の介護等のために5年間で約45万人が離転   

職  

○要介護者を日常的に介護する期間に、年休・欠勤   

等で対応している労働者も多い  

子育てや介護をしながら働＜ことが普通にで  
きる社会への転換∴  

父母と子が接する時間も多く取れるようになる。  

現行の育児・介護休業法では十分に対応できてい  
なし㌧（長期の休業（1歳までの育児休業や93日間の  
介護休業）が制度のコア）  

（労使協丘による扁児体よ取揚陸姓規定史見直し）  

○専業主婦の方が子育てへの不安感を抱えていることが   

多いこと等も踏まえ、配偶者が専業主婦（夫）等であっても  

夫（妻）が育児休業を取得できる中立的な制度にするべき  

（出産後8週間の父親の育休取得促進）  

○出産後8週間の時期の父親の育児休業を「パパ休暇」と   

して取得を促進し、この間に取得した場合には再度の育   

児休業の取得を認めるべき。  

（父母ともに育児休卿の延長）  
○父母がともに育児休業を取得する場合に、休業期間を現  
行よりも延長できるようなメリット（「パパ・ママ育休プラス  

（育休プラス）」）を設けるべき。  

（短時脚）  
○父親と母親が保育所への送り迎えを余裕を持ってでき、子育   

ての時間確保ができるなど、育児休業を取得した後の働き方を   

見通すことができるよう、柔軟な働き方を選べる雇用環境を整   

備していくことが重要。  

○子を養育する労働者からの希望が高く、子育ての時間確保を   
容易にすることができる短時間勤務と所定外労働の免除につ   
いて、3歳に達するまでの子を養育する労働者に関しては、原   
則としてどの企業においても、労働者が選択できる制度とする   
ことが必要。  

（在宅勤務）  

○在宅勤務制度（テレワーーウ）を子育てや介護と仕事の両立に資   

する制度として、勤務時間短縮等の措置の一つとして位置づけ   

るべき。  （期間は、ドイツ、スウェーデンの例等を踏まえ、2か月程度）  

（子の事護休暇）  

○年5日の看護休暇を子どもの人数に応じた制度とするべき。  ④両立支援制度の実効性の確保  

（不利益取扱い）  

○短時間勤務等の申出等を理由とする不利益取扱いにつ   

いて、基準を明確化することを検討するべき。  

（苦情■紛争の鮭決の仕組みの創設）  

○育児休業の申出等に係る不利益取扱い等について「調  

停制度」等による紛争解決援助の仕組みを検討するべき  

（広報．周知■轄♯等）  

○制度の周知徹底を図るとともに、父親の子育て参加、育   

児休業取得に関し、社会的なムーブメントを起こしていく   

ような広報活動等について検討するべき。   

③労働者の子育て・介護の状況に応じた両立支援制度の整備  

（再度の育休取得事件整の見直し）  

○子どもが病気や怪我のため一定期間の療養を要する場合等に   

再度の育児休業の取得を認めるべき。  
まのための短期の休暇制摩1  

0現行の介護休業（「長期の休業」）に加え、一日単位・時間単位  
などで取得できる「短期の休暇」制度を設けるべき。  

（期¶t用青の休業の普及促進）  

○育児休業可能な期間雇用者が、よリー層休業を取得しやすく  
するために、休業取得要件をわかりやすく示し、周知を徹底。  



主要国の児童手当、税制による子育て支援の比較  

イギリス   スウェーデン   ドイツ   フランス   アメリカ   
支給対t  ・16歳未満の児土（全日制  ・16歳末満の児暮（多子剖  ・18歳未満の児暮（失業者  ・祁歳末満の児暮   

日 本   
りト学校修了までの児i  

教書又は無報酬の就労  ・第1子から  
訓練を受けている場合は  
孤歳未満）  支給対t）  ・第1子から   

児  ・第1子から   ・第1子から   

支給月額  ・第1子過重H8．10（月額換  ・子1人当たりSEKl．0馳（約  ・第3子まで1聞く約2．3万  ・第2子119．13（（約1．8万  
（2007年）  嘉約1．7万円）   1．7万円）   円）   円）、第3子以降1畠2．62  3歳まで 月10．000円   

童  ・第2子以降 遇£12．10（月  ・多子割増手当   ・第4子以降17米（約2．7万  モ（約2．3万円）  制 度 な し  

線換算約1．2万円）   2人SEKl姐（約0．2万円）  ・甘鼓以上の児主には加  ・第2子まで月5，∝旧円  

3人SEK4封（約0．7万円）  算（11′－15歳弧5圧（約  ・第3子以降月10．000円  

手  4人S［Kl－314（約え1万円）  0．5万円）、16歳以上59．訂  

5人S［K2．駕3（約3．8万円）   モ（約0．9万円）  
非被用舌780万円未嵐被  

当  な し   な し   なし（ただし、所得が大きい場  な し  用着駅0万円未満（夫婦、  
含には税の控除が適用）  子2人の世帯）  

財 源  ・全線国井負担   ・全額国庫負担   ・全額公費負担（連邦政府  ・国、地方公共団体及び事  
74％、州政府及び自治体  
26％）   

業主拠出金（拠出金率  
年金や医療保険充当分  0．13％）   

を合わせ税率7．5％）  

とられてい  ・児童税額腰偲制度   な し   ・児暮扶養控除   ・∩分n東方式により、子ど  ・児童税控除   ・扶養控除  
る措置  児土手当の支給対象と  扶tする児童1人当たり  もの多い世帯ほど税負  17歳以下の扶養児壬1人  扶養家族1人当たり刃万  

なる子どもを養育する崇  5．∝旧宅（紛阻5万円）の所  担が軽減（1946年より導  当たリ1．000＄く約廿7万  円く所得税）、認万円（住  
虚に対し、t大、1家庭当  特捜除（両親がいる壌  入）   円）の税額控除（夫婦の  民税）が所得控除。（16～  
たり£別5（ほ0万円）及び  合）。児童手当よりも控除  所得が110．∝旧＄（約1．287  23歳の扶兼家族につい  

税  

児暮一人当たり£1．糾5  税額が大きくなる場合に  万円）までの世帯、それ  ては25万円控除額が割  
（吼6万円）を稜線控除  適用。（児i手当は一旦  以上の場合は控除額が  
（所得額が増加すると控  全Aに支給され、児士扶  所矧こ応じて逓減）  
除嶺は減少し、£弘．0的  兼控除の適用について  
（約1．276万円）を超えると  

・扶養家族課税控除  
は税の申告時に精暮さ  扶暮家族1人当たり3．1（氾  

連用がなくなる。）  れる。）  ＄（約駕万円）の所得控  

・児童手当制度と扶養控除  
制                                                                                                      児童税控除は2002年ま   

措tとの関  土手当を第1子から支給  手当制度を創設（児王手  入、編も引上げ   手当制度と併存）   では勤0‡であったが、  

係、経緯  （以前は第2子から）  当制度に一本化）   ・かつて、1975年に児暮扶  2003年に1．M＄に引き  
・その後、新たに児暮税額  養控賜を廃止し、児童手   上げられ、別04年に適  
控除制度が創設（児土手  当を第1子から支給（以  
当制度と併存）  前は第2子から）したが、  

用期限が2010年まで琴  

19萬年に児童秩♯控除  
長された。   

が復活  
児土手当と  ・1975年に児土手当と児暮  ・19嶋年にそれまでの児暮  ・1995年に児i手当と児士  ・∩分∩東方或は、1946年に      税制上の  扶事控偲を一元化し、児  扶暮控除を廃止し、児暮  扶養捜除の遮択制を導  財政法により狂人（家族  

（注）換井レートは、1ドル（＄）＝117円、1ユーロ（モ）＝149円、1ボンド（£）＝20円、1スウェーデンクローネ（SEK）＝16円（平成19年巨6月の基準外国為替相場及び裁定外国為替相場）141  

次世代育成支援の社会的コストの推計（給付の類型及び現金給付個物給付別分類）   



支給額、支給対象年齢について各種の前提をおいた児童手当給付額の機械的試算  

（支給対象年齢の児童に対する支給率をおおむね90％として試算）  

支   給   額  

一律2万円   一律3万円   

支   （現行）   

第1子、選手5．。。。。 第3子以降10．000円 3歳未満児一律10、000円  一律1万円  
1兆500億円  1兆5，400億円  3兆800億円  4兆6．200億円   

絵   《＋4，900億円》  《＋2兆300億円》  《＋3兆5，700億円》  

対 象  

年   1兆2，700億円  1兆9，300億円  3兆8，500億円  5兆テ，800億円   
中学校卒業まで          齢  《＋2，200億円》   《＋8，800億円》  《＋2兆8，000億円》  《＋4兆7β00億円》   

（参考一支給対象年齢の児童全員に支給した場合）  

支   （現行）   1兆1，600億円  1兆7，100億円  3兆4，200億円  5兆1，400億円   
絵   

対 象  

年   1兆4，000億円  2兆1，500億円  ・4兆2，900億円  6兆4，400億円   
齢  中学校卒業まで             《＋3．500億円》  《＋1兆1，000億円》  《＋3兆2，400億円》  《＋5兆3，900億円》   
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6－4．少子化対策に関する優先誅悪 性別／年代別  

■ 少子化対策（子育て支援）に関して優先的に対処すべき課頸を確認したところ、「育児休業や育児期の短時間勤務を取得しやすくする」（小川）．  「 
仕事と子育ての両立を支えるサービスの量・箕の充実」（42％）、一利用者ニーズに即応したサービスの提供J（4肌）が多く挙げられており、仕事と子育  

ての両立を支援するサービスの充実を求める人が多い様子。  
■ 性別でみると、多くの分野で女性の関心の高さが伺われるが、「出産・子育て時の一時金支給拡充」を優先すべきと考える人は女性より男性が多い。  
■ 20代、30代では「出産・子育て時の一時金支給拡充」r妊婦健診・出産や不妊治療への支操の拡大」を支持する割合が、他世代と比べると高い。  

少子化対策について（ユつまで回答可）＜性別／年代別＞  

6仇  

ー■全鐘 ＋繋げ イ巨 女性  

払出       モ  わ  
サけT  笑ま       の  か  

な呵 と  」●巾  ぼ鍵  悟  
ど問も  ピケ・  の持  子  中  

11に  ス子撞  拉  ＃  い  
の亨ip  大喪  
暮t鵬  慶  碑  

の  
且巧」  丁  
のコケ  拝  曙  

条  皇  
買電フ  ●  え  ・の麗   た青ヲ   く 朋  頁■  え丘l改   転  

∴三ごご車体こて∫   Z∝り  14  tl．8  10α  38†  耶沌  ：pユ  3丁   11   

20  

（11／4 第9回社会保障国民会議 提出資料「社会保障制度に関する国民意識調査報告書」抜粋）  
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方（抜粋）  

（平成20年5月20日社会保障審議会少子化対策特別部会）  

4 財源・費用負担  

（1）社会全他による費用負担  

○ 次世代育成支援は、「現在の子育て家庭に対する福祉」としての側面のみならず、将来の我が国の担い手の育成を通じた社会経済の発   
展の礎（未来への投資）という側面や、仕事と子育ての両立支援としての側面を有し、我が国の重要な政策課題である。新制度体系にお   
いて必要な兼用負担のあり方を考えるに際しては、次世代育成支援が、こうした側面を有することを踏まえ、1（3）に示す基本認識の下、   
社会全体で青層的に支え合う仕組みが求められる。  

○ また、次世代育成支援に関する給付・サービスの白的や壁益とそれらに対する壬用負担のあ り方が連動す べきものであることを踏まえ、   
蜘が必要である。  国・地方自治体・事業主・個人が、それぞれの役割に応じどのように  

（2）地方財政への配慮  

○ 保育所をはじめ子育て支援サービスの主たる実施主体である市町村の厳しい財政書冊こ配慮し、新制度体系への地方負担について財   
源の確保を図るなどにより、サ瑚重がある。  

○ その際、 地域特性に応じた柔軟な取組を馳不適切な地域差 が生じないような仕組みを考える必要がある。  

○ 公立保育所の一般財源化による影響を踏まえた議論が必要である。  

（3）事業主の重用負担 ○ 事業主の費用負担を考えるに際しては、次世代育成支援の現在の労働者の而立支援としての仙  の側面などを貴慮するとともに、働き方と関連の深いサービスなど．個別の給付サービスの目的・  動力の育成の  
づ皇である。  

（4）利用者負担  

○ 利用者負担について、給付費に対する負担水準をどうするか、その設定方法をどうするか等は重要な課題であり、低所得層が安心ヒ王   
利用できるようにすることに配慮しつつ、今後、具体的な議論が必要である。   

（5）その他  

○ また、給付に対する社会全体（園・地方自治体・事業主・個人）の重層的負担、利用者負担に加え、多様な主体による寄付の促進方策に   
ついても検討すべきである。  

社会保障国民会議 最終報告（抜粋）  
（平成20年11月4日社会保障国民会議）  

3 中間報告後の議論  

（5）新たな制度体系構築に向けた基本的視点  

③国民負担についての合意形成   

少子化対策は社会保障制度全体の持続可能性の根幹にかかわる政策であり、その他置付けを明確にした上で、効果的な財源投入を行うこと  
が必要。   

国民の希望する結婚、出産・子育てを実現した場合の社会的コストの追加所要額は、昨年末、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議  
報告において、1．5兆円～2．4兆円と推計されているところ。  

また、同試算には含まれていないが、施設整備やサービスの質の維持・向上のためのコスト、社会的養護など特別な支援を必要とする子ども達  
に対するサービスの充実に要するコスト、さらには児童手当をはじめとする子育てに関する経済的支援の充実も、緊急性の高い保育をはじめとす  
るサービスの充実の優先の必要性にも留意しつつ併せて検討すべき。  

対策は「未来への 少子化投資止して轍  

豊山   

4 社会保障の機能強化に向けて   

（中略）   

また、制度に基づく給付・サービス以外に、国のみならず、 地方自治体が様々珊オ・1トービス  
がある。地方分権、 地域住民の二瑚  
財源の確保をどのように考えていくかも大きな課題 となる。   

言うまでもなく、私たちの社会保障を守り、将来世代に負担を付け回しすることなく、信頼できる制度として次の世代に引き継  
いでいくためには、現在の社会に生きている我々国民がみな御芯じなければならない。   

社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとし、同時に必要な機能の強化を実現していくために、今回のシミュレーション  
の対象でない障害者福祉等を含め、ある僻目こしな  
公立、必要な財源を安定的 に確保していくための改革lこ真剣仁取り組むべき陪期が到来している。   

速やかに社会保障に対する国・地方を通じた安定的財源確保のための改革の道筋を示し、国民の理解を得ながら具体的な取組に   



（11／4 第9回社会保障国民会議提出資料）  

社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）  

（社会保障国民会諸及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理）  

年令lニ依る国腫色相副含の2与Iの1への引上け分（消曽相室檜量1％緯度（2009生麻で2，3兆円））が必要となる．  

改革の方向性  2025年度  

（新たな施策〉  些＝■■ご！＝  

（公算ベース）   消費税率換某   

○税方式を前提とするt■合   約15－31兆円   31／2－8％程度  

○社会俣欄方式を前提とする場合  
基礎年金  

・t低罷障機能の強化  
・暮磋年金鐘の改暮  

約2．9兆円   1％弱  

・受給権穐尉＝係る謄電の強化  
（先験の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収） 等  

医♯・介性の充実強化と幼年化を同時に実施  
急性期匿療の充稟層化、重点化、在院日蝕の短縮化  

くスケンフの充実零）  
医療・介護  約14兆円  4％弱  

（地壇包括ケア」妨脚介護・訪問者護・訪問診療の充実等）  
在宅医療・介護の壌の蓋儀とサービスの充実  
（グループホーム、小規穫多機能サービスの東軍等） 等  

親の耽労と子どもの育成の両立を支える支援  
t3也大瀧児の保育サービスの利用串209勺→38～44％）  
（学齢期（小1－3年生）の放課後児壬クラブ利用率】g9も→60％）  

少子化対策  約1．6－2．5兆円  0．4－0．6％程度  
（井1子出産前彼の絶耗眈菓牟38％→55％））  

すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組  
一望まLい受診回蝕（14回）を稚魚するための妊職診の支援の充実）等  

0税方式を前提とする壕合  約31－ヰ8兆円  8－12％程度  
合計  

0社会尿摸方式を前提とする場合   約19－20兆円   5％程度   

社会保朋の  機能強化に加え  9－13％棲度  

基礎年金の  
国ヰ1担割合 引上げ分を加噴   6％程度  

r注1）「社会保障国民兵鎗における桟封lニ賀するために行う公的年金側虎に関する重量的なシミュレーション」、「社会保隕国民会嬢における捜軌こ賀するために行う医か介技量用の   

シミュレーション（巳2シナリオ）」事に▲づく．舞済≠捷は「ケースⅧ－1（医療の捧びはケース①）」を用いた。  

i浅2）少子化対鷺に係る追加嚢欄については、「手どもと套糠を応檀する日丸量点覿時において示した次世代す成支援の七会的コストの推計を墓に．現行の開運する別席の公貪■担   

割合を当てはめて貴出した，なお．ここには児童手当事の経済的支援の拡充に零する欝用は計上していない．  
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仕事と生活の調和の実現と希望する結婚や出産・子育ての実現を  
－ビスの社会的なコストの推計  

児童・家族関連社会支出額（19年度推計）  

約4兆3．300億円  
（対GDP比0．83％ 欧州諸国では2～3％）  

推計追加所要額1．5γ2．4兆円  

（Ⅰ約1兆8do億円～2兆円 Ⅱ2β00億円Ⅲ1．B∞億円）   

Ⅰ親の就労と子ど五の育成の両立を支える支頗  

関連社会支出額（19年産経計）約1兆3，100億円 →追加的に必要となる社会的コスト ＋1兆800億円～2兆円  

○未就学児のいる就業希望の親を育児休業制度と保育制度で切れ目なく支援（特に3歳未満の時期）  
・第1子出産前後の継続就業率の上昇（現在38％→55％）に対応した育児休業取得の増加  

・0～3歳児の母の就業率の上昇（現在31％→56％）に対応した保育サービスの充実（3歳未満児のカバー率20％→38％、年間5日   
の病児・病後児保育利用）  

・スウェーデン並みに女性の就業率（80％）、保育（3歳未満児）のカバー率（44％）が上昇、育児休業や保育の給付水準を充実した   
場合も推計  

○学齢期の子を持つ就業希望の親を放課後児童クラブで支援  
・放課後児童クラブの利用率の上昇（現在小1～3年生の19．0％→60％）  

Ⅱ すべての子どもの健やかな育成を支える対個人給付・サービス  

関連社会支出額（19年度推計）約2兆5，700億円 ＋＞追加的に必要となる社会的コスト ＋2，∽0億円  

○働いているいないにかかわらず一定の一時預かりサービスの利用を支援  

・未就学児について月20時間（保育所利用家庭には月10時間）の一時預かり利用に対して助成  

Ⅲ すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組  

関連社会支出額（19年度推計）約4，500億円    ゝ追加的に必要となる社会的コスト ＋1β00億円  

○地域の子育て基盤となる取組の面的な推進  
・望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実・全市町村で生後4か月までの全戸訪問が実施  

・全小学校区に面的に地域子育て支援拠点が整備■・全小学校区で放課後子ども教室が実施（「放課後子どもプラン」）  
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※「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、取組が進んだ場合に達成される水準として設定される10年後   

の数値目標と整合をとって試算している。  

※これは、現行の給付・サービス単価（利用者負担分を含まない）をべ一スにした試算であり、質の向上、事業実施主体   

の運営モデル・採算ベース、保育所や幼稚園の保育料等利用者負担などの関係者の費用負担のあり方等については   
勘案していない。  

※児童虐待対応、社会的養護や障害児へのサービスなど、特別な支援を必要とする子どもたちに対するサービスの費   
用の変化に関しては、この推計には含まれていない。  

※これは、毎年ランニングコストとして恒常的に必要となる額を推計したものであるが、これらのサービス提供のためには、   

この恒常的な費用のほかに、別途施設整備や人材育成等に関してのコストを要する。  

※現在の児童数、出生数をベースにした推計であり、この費用は児童数、出生数の増減により変化する。なお、3歳未満   
児数でみると、平成19年中位推計では現在と比べて10年後で8割弱、20年後で約3分の2の規模に減少するが、国民   
の結婚や出産に関する希望を反映した試算では10年後で95％、20年後でも93％の規模を維持する。  

※児童手当については、別途機械的に試算。  

次世代育成支援に関する給付・サービスの費用構成  

○平成19年度児童・家族関係社会支出（予算ベースの推計値4兆3，300億円）に関して、国、地方公共団   

体、事業主（保険料事業主負担及び拠出金）、被保険者本人（保険料）に分けて、費用負担の状況を推   
計したもの。  

戸
し
「
■
 
‘
 「

 
 
 



次世代育成支援に関する給付・サービス（児童・家族関係社会支出）の  

スウェ「デン  ●日 本・   

2003年度（日本は2007年度予算ベース）  

フランス  ドイツ  
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少子化対策の負担に関する国民意識①  

○少子化対策に関しては、年金・医療■介護に比べ、拡充のための負担増をやむを得ないと考える国民が多い。  

少子化対策   

tl握tlらす  ■複まど方恥負櫻  
田久世の増加はやもt得なL、  ■大嶋ち員捏叫加もやむモ得なしl  
⊂モ◎地  口わから机、  皇仰l  

ン一輪付水準を保つために、ある程度の負担の増加はやむを得ない」と   
考える人が最も多く3丁も。軌lて「給付水準をある程度下げても、   
従まとおりの負担とすべきjと回答した人が30ちp  

ン負担増に関して、大別すると、反群がエコ9、、啓三己が4Dr七なっている。モ I   

（11／4第9回社会保障国民会議提出資料「社会保障制度に関する国民意識調査報告書」抜粋）   
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少子化対策の負担に関する国民意識②  
○ 社会保障制度の中での少子化対策の緊急度については、若年世代に強く認識されているものの、  

すべての年代を通じては、緊急度を強く認識されているとはいえない。  

社会保l卒倒度総論  
2－3．各制度間の対策緊急度比較年代劇  

■ 50代以下では、「年金欄産Jが緊急に取り組むべきものとして一番に挙tずらhている。  

■ 20代、80代の若年層では、「少子化対策」が「年金制よ」に次いで対策が緊急に必要な分野と考えている。  

■ r介護制度」r医療制度」については、年代が高くなるほど緊急に取り組むべきと考える人が多くなる。  

■贅■に取り組むべき分野＿全体く戚一加）   く登ここでの分析手法IWセt－一対比較評価…圭）については、P22・－を葬層L＞  

t用支援策 介瞳餉丘 匿療制度 少子化対策  年金餉虔  

■妙R（戚t畑）  

■謝代（n＝沌1）  ■TO代（戚咄  

十■一1 トー＋・－一州】■。L【】■ t  

■8㈹以上（鰐王9）監蟄  

十一1   ト■十叫【ⅠⅠ。L，Ⅰ【1【Ⅰ■l   

→－－－－－－」■  

（11／4第9回社会保障周民会檎提出資料「社会保陣制度に関する国民意識爛査報告書」抜粋）  

■ヰ○代（∩＝Ⅲ）  

■50代（lFIS5）＿！   
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社会保険による次世代育成支援に関する主な議論   

○ 次世代育成支援関連の給付を、社会保険の対象とし、妊娠・出産・子育てを給付原因となる保険事故と  
する場合、以下のような議論（利点・課題等）がある。  

【社会保険による場合の課僅等】   

○ 出産・子育ては、親の選択・裁tによるものであり、  

いわゆる「保険事故」としてなじまないのではないか。   

○ 子を持つ意思のない者や、高齢者など、給付を  
受ける可能性がない又は低い青も多数存在し、  

そうした着から保険料として負担を求めることに妥当性  

や納得性があるかどうか。   

○ 我が国の社会保険制度は、負担を行わない者に対  

して、一定の給付制限を行うのが一般的であるが、  

次世代育成支援においては、親の未納に対して子に  

不利益が及ぶ点をどう考えるか。   

○ 保険料徴収に関する課題  

※「保険事故」…生活のための所得を減少もしくは喪失させる事故、またはその所得をもってしては賄いきれないような失井を発生させる事故であ  
り、その発生が保険給付を行う原因となるもの。その発生が偶然であること（発生の可能性は推察されるが、その発生の態様あるいは発生の時期  
について予測しえないものであることを必要とする。）。  
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社会保険以外の社会連帯による次世代育成支援の例  
≠ フランスの全国家族手当金庫による家族政策の展開 －  

○ フランスにおいては、次世代育成支援に関する施策を「全国家族手当金庫」を中心に運営。   

○ その特色としては、  
① 国・事業主・個人といった各主体の拠出により社会全体で費用を支えている  

②運営が、行政の仲方的意思ではなく、運営機関（「全国家族手当金庫」及び各県の「家族手当金庫」）との  
合意に基礎を置く「契約」により定められている  

③運営機関（「全国家族手当金庫」及び各県の「家族手当金庫」）には、事業主・被保険者（個人）等の関係者  
代表を構成員とする「理事会1が置かれ、意思決定■執行を行っている  

点が挙げられる。  

2．意思決定機構  
O「全国家族手当金庫」、各県の「家族手当金庫」のいずれにも、事業主・被保険者その他の関係者代表から構成される   

「理事会」が置かれ、「理事会」を最高意思決定機関・執行機関として運営。  

旦事業内容  
（1）法定給付  

○ 各県の「家族手当金庫」が法定給付を各家族に対し支給。（主なものは、乳幼児迎え入れ手当（休業中の所得保  
障・保育費用補助））   

（2）社会的事業  

○ 各県の「家族手当金庫」が自治体を通じ、各種保育施設の施設整備費、運営費に対する補助等を実施。  
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フランスの全国家族手当金庫による家族政策の流れ  

「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」における  

次世代育成支援関連給付サービスの体系的整理  
平成19年12月にとりまとめられた「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」においては、現行の次世代育成支援  

に関連する給付・サービスについて、それぞれの給付サービスが担っている機能に着目し、以下のように整理。  

支援の内容（典型的なもの）  

親
の
就
労
と
子
ど
も
の
 
 

育
成
を
支
え
る
支
援
 
 

（雇用政策）育児休業（給付）、短時  

間勤務制度等  

（福祉政 

（
対
個
人
給
付
）
 
（
対
集
団
支
援
）
 
 
 

す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
 
 

支
援
 
 

（現物給付）一時預かり（現金給付）出産・育児一時金児童手当  

健診・全戸訪問 子育て支援拠点 放課後子ども教室  

（第5回基本戦略分科会（平成19年10月）資料より抜粋）  
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現状の主な次世代育成支援施策に関する糞用負担と考え方  
制度区分・  

給付サービス名   
費用負担  現行の費用負担の考え方   

育児休業給付  ・雇用保険の保険事故（失業や失業に準ずる雇用継続が困難な  

状態）は、労働者及び妻妾享の双方の共同連帯により対処すべき  
事項であることから、労使折半により負担。  

・また、保険事故である失業が政府の．）・雇用政策とも無縁では  

なく、その責任の一端を担うべきであることから、一 国塵竜神。  
（育児休業給付については、それに準じた取扱い）   

保育所   ・児青福祉施設最低基準（※憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の  

（〇厩］  生活」を保障するものとして制定）を維持するための着用の裏付けをすること  

により、児童に対する公の  を果たそうとするもの。  

（ 
・なお、公立保育所については、地方自治体が自らそ 

1′側  
の昔仔に基づいて言  

畳していることにかんがみ、平成16年度から一般財源化。   

児童手当   t 我が国の将来を担 う児青の健全育成の観点から、盈が一定の負担。  

地域佳良の冒 、にも密接につながるため、地左もー定の負担。  

l被用看（3此未満）l機用妻（3丘以上）  ∵‡ 蔓 
ることから、被用者に対する支給分について、量墓主もー定の負担。  

※上記の考え方を基本とした上で、平成12年・16年・18年の改正により支給対象とされた  
分（3歳以上）については、所得税の人的控除の見直し等により財源が賄われた経緯から、  

一重－・・重・萱●道  事業主の負担を求めていない。   

【所属庁1〔MO】 【国・県・市各1／3】  

地域佳良の福祉に密接につながることにより、地去もー定の負担。   

現在及び将来の労働力確保の観点から、重量主もー定の負担。   
保育・一時預かり・地域子育て  
児童育成事業  

次世代育成支援対策交   対策推進法に づく措置の、の一環として、   
付金（延長保育■全戸訪問  
事業・ファミリーサポートセン  〔  ）【酎摘′2】   直の負担による補助を行うもの。   

クー事業等）  

米性且上、1粕i邑冊県はl県Jと、市町村はl市jと表I己 

※
」
）
拉
静
狩
鵡
笥
軸
嘩
檜
（
隋
伽
諦
媚
ゆ
芭
r
汁
－
恕
蟹
璽
荘
ぎ
バ
r
″
か
汁
声
芦
匝
帝
劇
曳
軸
嘩
柑
S
惟
寧
‖
監
護
空
野
 
 

※
豊
賭
博
詔
鵡
熟
沖
寧
‖
芸
ヰ
か
苗
字
ヰ
ー
q
対
ロ
J
「
′
｛
戸
苅
亜
習
‖
J
r
′
｛
一
汁
型
‖
掌
′
｛
彗
遮
雌
沖
田
首
8
糾
≠
冊
 
 
 

和
さ
バ
〓
か
芦
｛
S
春
台
ヰ
一
代
と
‖
J
〓
パ
戸
胡
渾
柵
き
伊
ぎ
｛
丁
賢
一
．
 
 

※
山
）
∪
↓
川
■
†
ヰ
議
－
T
止
ヾ
☆
－
円
J
〓
バ
戸
ヰ
一
缶
亘
璧
芸
境
野
垂
彗
蒜
政
宗
享
璧
岩
垂
よ
芦
翌
琶
 
 
 

薄
暗
諸
≠
診
雄
鶏
社
濱
沖
耳
紗
8
班
妙
㌫
ぎ
パ
訪
戸
ヰ
ー
托
ン
望
遜
皿
賓
‖
苅
か
幡
華
汁
附
舛
軍
〓
彗
遜
曲
掛
声
 
 

※
土
罵
幕
藩
Ⅶ
8
抄
＿
き
熟
詩
－
畢
翠
鱒
－
汀
仰
ぎ
ベ
r
′
か
沖
早
計
甲
耳
3
抄
檜
詮
熟
8
砂
固
欄
蕗
国
対
（
諾
回
＼
≡
冨
）
 
 
 

r
〓
紅
か
萬
聖
野
付
罪
障
岬
辞
熟
淳
染
筆
汁
幣
罫
針
ゝ
彗
庸
Ⅶ
檜
遍
僻
神
葬
 
 
 

単
竺
誌
送
稿
笹
〓
頭
ヰ
か
田
村
帯
耳
・
ヰ
1
亘
刃
S
 
 

帯
耳
坤
8
沙
苗
世
一
砂
什
埜
遜
軸
沖
苗
 
 

（
聴
許
‥
蘇
コ
）
 
 

某
岩
ロ
ー
■
存
〓
【
皇
諒
■
皇
盲
竺
豆
；
摩
言
岳
腎
巴
「
｛
つ
ひ
 
 

160  



各制度の糞用負担の現状①  
一事業主負担の考え方－  

○医療ヰ金・介護等の各制度の考え方を見ると、おおむね①給付が直接・間接に事業主の利益につながる  
こと、②事業主の社会的責任等の観点から、事業主負担を求めている。  

制度   壌業主負担の割合の轟線   寄集主負担わ考え方   

被用者緯鍵鍍障陰に加入ナることにより、疾屑又は負傷  
の不安が解略されこ安心し七働くニとが可能となり、そゐ  

を有し、また、扱用恵  
制度発足時（昭和2年）労使折半  効果は円滑な盤壷活動た意与する癒    の腱康保持や速やかな傷病かちの向療が密痴態串の増進琴  政府管掌  
（車線割合ユ／幻   をもたらす土ととな¢ 

腱腋保険  によるもの。そぬ負担細眉七っいて虹事■集主及び細者  
が均等の負碑を行うことにより、保険運嘗を円滑公平に行  
うことを意図した外国の立汝例の考え方を参考にしたこと  
等lこよる瞥   

制度轟足疇（昭和2年）労使折半   鹿則労使折半としている部分については政府皆無健振保  
（＝負担割合1乃）   組合管掌 腱廊鹿倹         晩（攻1酌七同じ。なお、健保組合の自立的な軍営ヰ撃兼   駄弦変質なし。ただし、規約で定め  主によ右福利廃盤の向上の飯森から、鹿lご恵める場合た  

弔と与ろにより、事業主の負担制愴  肢甑給吏め負担制合癒塵加することができ云土ととしてい  
を増卿きせることが可能。   る。   

観用者畦痩毎年金に加入すること宣より＼轟飴、鹿妻専  
榔密帝毎時（嘩和17年）労使折半       中本寮を無碍し、安心二し七飽くこ・とか句儀となや、そわ効l  

（輿親御含1／ヱ）  

厚生年金  
ことから 事潅  

果は再議な鍵盤活軌土恵与ナ・る諒を有すぁ  
そわ負担軸合についセは、それぞれ2身の．lずづときれた  
ものであろ。   
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鱒用保険ゐ主たる肇嚢である朱簸笥給如こ撃する♯用に  
・失翠専給付に係る保険料率  ついては、保険事故やある夷菜Lが軸恵庭び弥塞主由双方  
米菓解除御庄発痕噂ぐ暗和22   の共同洩姓氏上っ七封建すべき車重ヤあをため，事業主と  

車）女鹿折半（料担割合l／2）   捜保険者とが折半して負担をtている？  

また、附僻粧撃としt行われ奮い島尾飼保険王事秦iこ垂  
す冬動剛こぅい五は、雇用上め緒間軌ま、我が国中庭用貸  雇用保険  

・庸用嘩暁三鱒革に係る保険掛率  

以弥変更なし   

忽慣行や企業行軌土起由すると土ろが多く、かつ飼納金業  
雇用廃酸制度廉直時（昭和50  の努力によっでは無駄が困 ぬものであることから・∴彊喪  

年）全額事集主負担   主の典商連特によって対処す名士とl土より重器主の社会的  

以後、変更なし   欝任の一墟を果たすとの考え方からi草薮主ゐみぬ負担と  
している。   

隠密懇痘睡（噂軸咋）  

・被用者正対する掛叶わ7／18  

・二非被用者に対する給付は金額公許負細  

晦和57年改革時  の 

児恵手当  ・痩用者にういて特例縫付を創故  児金手当制硬ほ揺動基数止る塘幾力鱒払樫魁こ ご≧な盤且、事嚢生め立増穂密接は籍びっくものである  
負担割合は10／川  ため、事業室iとも応料あ負由を求めている。  

平成ユ2年・平成i6年改正時  

・3盛以上の児盤に対する給付等につき  

公費魚腹により支給抵陶を鱒大  

井草草軽快陛者（4¢歳以上年率歳末礪   

の医群像堺加入都の介護保険料は、労   
使節辛か原則。ただし、撤廃保険組合の  

介健保険場合の保険料は、健康保険法第75粂で密  めるとおり 
、怪腕塊塵組合ごとに改める   

ことが可能。  その弾痕割今については、革2号被保険者の介護鱒恢  
料は医療保険に上乗せで徴収されており．医療保険各  

法の規定に基づき詳憂されるこ車重手車至8   

【第11回「社会保障の在り方に関する懇談会」（平成17年7月26日）資料より抜粋】   
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各制度の費用負担の現状②  
一市町村に対する財政支援の状況－  

○ 市町村が主たる実施主体である各制度において、市町村の一般財源以外の財源（特定財源）による  
財政支援が行われている。  

制 度   市町村の一般財源以外の財源（特定財源）が占める割合   

保育所   私立…75％【市町村負担25％】 公立・・・0％【市町村負担100％】   

児童育成事業   66％【市町村負担33％、事業主負担33％、都道府県負担33％】   

次世代育成支援対策交付金事業  50％【市町村負担50％、国庫負担50％】   

100％【市町村負担0％、保険料50％、国庫負担43％、都道府県負担7％】  
国民健康保険  （※医療給付費から前期高齢者交付金を除いた額に占める割合の横臥詳細にみると、保険財政安定のため、国・都道府  

県・市町村はさらに公費負担を行っている。）   

87．5％【市町村負担12．5％、保険料50％、国庫負担25％、都道府県負担12．5％】  

介護保険  （※居宅給付費の場合。施設等給付費の場合は、国庫負担が20％、都道府県負担が17．5％）   

75％【市町村負担25％、国庫負担50％、都道府県負担25％】   

障害者自立支援法  
（障害偏祉サービス梵等）  
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次世代育成支援に関する利用者負担の現状  

（保育所の場合）   

○ 次世代育成支援に関する各サービスの利用者負担は、国の基準等を参考として、各市町村又は実施機関  

において定めるものとなっており、制度上、全国統一的に定まっているわけでない。   

○保育所について、国の基準等から推計した利用者負担額を見てみると、以下のとおり。  

【保育所】（1人当たり月額）  

年齢区分   責用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

0歳児   17．3万円   3．5万円   13．8万円   2：8   

1・2歳児   10．3万円   3．5万円   6．8万円   3 二 7   

3歳児   5万円   2．8万円   2．2万円   6：4   

4歳以上児   4．3万円   2．6万円   1．7万円   6：4   

【保育所】（総額）  

費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

1兆7800億円   7600億円   1兆200億円   4：6   

※平成20年度保育所運営費負担金予算（案）板を基に算出  
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持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた  

「中期プログラム」  

〔 

成12 
〕  

Ⅰ．景気回復のための取組  

（1）世界経済の混乱から国民生活を守り、今年度を含む3年以内の景   

気回復を最優先で図る。このため、政府・与党においては、景気回復   

期間中に、減税措置及び定額給付金を税制抜本改革を前提に時限的   

ことを含め、当面、総額75兆円規模の景気対策（安心実現の   に行う   

ための緊急総合対策、生活対策及び生活防衛のための緊急対策）を   

着実に実施する。特に、景気後退の影響が大きい雇用、企業の資金   

繰り、生活者支援等の面で、様々な政策手段を適切に活用しながら、   

最大限の努力を傾注する。ま 

切な経済運営に万全を期す。  

（2）あわせて、世界の潮流変化を先取りした経済成長の実現に向け、   

日本の底力を最大限に発揮させる成長戦略を具体化し、推進する。  

Ⅱ．国民の安心強化のための社会保障安定財源の確保  

安心強化の3原則   

原則1．中福祉・中負担の社会を目指す。   

原則2．安心強化と財源確保の同時進行を行う。   

原則3．安心と責任のバランスの取れた安定財源の確保を図る。  

1．j堅固で持続可能な「中福祉・中負担」の社会保障制度の   

急速に進む少子・高齢化の下で国民の安心を確かなものとするため、  

我が国の社会保障制度が直面する下記の2つの課題に同時に取り組み、  

堅固で持続可能な「中福祉・中負担」の社会保障制度を構築する。  
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（1）「社会保障国民会議最終報告」（2008年11月4日）などで指摘さ   

れる社会保障制度の諸問題や「中福祉」のほころびに適切に対応し、   

その機能強化と効率化を図ることにより、国民の安心につながる質   

の高い「中福祉」を実現する。  

（2）社会保障制度の財源（保険料負担、公費負担及び利用者負担）の   

うち、、公費負担については、現在、その3分の1程度を将来世代へ   

のつけまわし（公債）に依存しながら賄っている。こうした現状を   

改め、．必要な給付に見合った税負担を国民全体に広く薄く求めるこ   

とを通じて安定財源を確保することにより、堅固で持続可能な「中   

福祉・中負担」の社会保障制度を構築する。  

2．朝岡時進行   

国民甲安心強化と持続可能で質の高い「中福祉」．の実現に向けて、  

年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策について、基礎年金  

の最低保障機能の強化、医療・介護の体制の充実、子育て支援の給付・  

サービスの強化など機能強化と効率化を図る。このため、別添の工程  

表で示された改革の諸課題を軸に制度改正の時期も踏まえて検討を進  

め、確立・制度化に必要な費用について安定財源を確保した上で、段  

階的に内容の具体化を図る。  

βし安心と責任の′うランスの取れた財源確保  

（1）社会保障安定財源については、給付に見合った負担という視点及   

び国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に   

分かち合う観点から、消費税を主要な財源として確保する。これは   

税制抜本改革の一環として実現する。  

（2）この際、国・地方を通じた年金、医療、介護の社会保障給付及び   

少子化対策に要する公費負担の費用について、その全額を国・地方   

の安定財源によって賄うことを理想とし、目的とする。  

このため、2010年代半ばにおいては、基礎年金国庫負担割合の2   

分の］■への引上げに要する費用をはじめ、上記2．に示した改革の   

確立・制度化及び基礎年金、老人医療、介護に係る社会保障給付に  

2  
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必要な公費負担の費用を、消費税を主要な財源として安定的に賄う  

ことにより、現世代の安心確保と将来世代への責任のバランスを取  

りながら、国・地方の安定財源の確保への第一歩とする。   

具体的には、上記の社会保障給付及び少子化対策に要する費用の  

状況や将来見通し、財政健全化の状況等を踏まえて、税制の抜本改  

革法案の提出時期までに、その実施方法と合わせて決定する。  

Ⅲ．税制抜本改革の全体像  

経済状況の好転後に実施する税制抜本改革の3原則   

原則1．多年度にわたる増減税を法律において一体的に決定し、そ  

れぞれの実施時期を明示しつつ、段階的に実行する。   

原則2．潜在成長率の発拝が見込まれる段階に達しているかなどを  

判断基準とし、．予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる  

仕組みとする云   

原則3．消費税収は、確立・制度化した社会保障の費用に充てるこ  

とにより、すべて国民に還元し、官の肥大化には使わない。  

1．税制抜本改革の道筋  

（1），基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置や   

年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見   

通しを踏まえつつ、今年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中   

的な取組により経済状況を好転させることを前提に、消費税を含む   

税制抜本改革を2011年度より実施できるよう、必要な法制上の措置   

をあらかじめ講じ、2010年代半ばまでに段階的に行って持続可能な   

財政構造を確立する。なお、改革の実施に当たっては、景気回復過   

程の状況と国際経済の動向等を見極め、潜在成長率の発挿が見込ま   

れる段階に達しているかなどを判断基準とし、予期せざる経済変動   

にも柔軟に対応できる仕組みとする。  

（2）消費税収が充てられる社会保障の費用は、その他の予算とは厳密   

に区分経理し、予算・決算において消費税収と社会保障費用の対応  

3  
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関係を明示する。具体的には、消費税の全税収を確立・制度化した  

年金、医療及び介護の社会保障給付及び少子化対策の費用に充てる  

ことにより、消費税収はすべ 

ない。，  

2．税制抜本改革の基本的方向性   

社会保障の安定財源確保を始め、社会における様々な格差の是正、  

経済の成長力の強化、税制のグリーン化など我が国が直面する課題に  

整合的かつ計画的に対応するため、下記の基本的方向性により更に検  

討を進め、具体化を図る。  

（1）個人所得課税については、格差の是正や所得再分配機能の回復の   

観点から、各種控除や税率構造を見直す。最高税率や給与所得控除   

の上限の調整等により高所得者の税皐担をうーき上げるとともに、給   

付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的取組の中で子   

育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討する。金融所   

得課税の一体化を更に推進する。   

（2）法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化   

の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ二   

課税ベースの拡大とともに、法人実効税率の引下げを検討する。   

（3）消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを   

明らかにする観点から、消費税の全額がいわゆる確立・制度化され   

た年金、医療及び介護の社会保障給付と少子化対策に充てられるこ   

とを予算・決算において明確化した上で、消費税の税率を検討する。   

その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等総合的な   

取組みを行うことにより低所得者の配慮について検討する。   

（4）自動車関係諸税については、税制の簡素化を図るとともに、厳し   

い財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び   

暫定税率を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討   

する。   

（5）資産課税については、格差の固定化防止、老後扶養の社会化の進   

展への対処等の観点から、相続税の課税ベースや税率構造等を見直  

4  
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し、負担の適正化を検討する。  

（6）納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上と課税   

の適正化を図る。  

（7）地方税制については、地方分権の推進と、国・地方を通じた社会   

保障制度の安定財源確保の観点から、地方消費税の充実を検討する   

とともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在   

性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進める。  

（8）低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進する。  

今後の歳出改革の在り方  

歳出改革の原則   

原則1二 

駄排除の徹底の継続を大前提とする。   

原則2・経済状況好転までの期間においては、財政規律を維持しつ  

つ、経済情勢を踏まえ、状況に応じて果断な対応を機動的  

かつ弾力的に行う。   

原則3・経済状況好転後においては、社会保障の安定財源確保を図  

る中、厳格な財政規律を確保していく。  

（1）経済状況が好転するまでの期間においては、景気回復と財政健全化  

の両立を由る観点から、財政規律を維持しつつ、経済情勢を踏まえて、   

状況に応じて果断な対応を機動的かつ弾力的に行う 
。  

（2）経済状況が好転した以降においては、社会保障の安定財源確保に向   

けて消費税を含む税制抜本改革を実行していく中、景気の後退により  

悪化した財政を建て直すべく、厳格な財政規律を確保していく。   

具体的には、国・地方を通じ、社会保障、非社会保障の各部門につ   

いて、以下の基本的方針の下にたゆまざる改革を実行することとする。  

（社会保障部門）  

「中福祉」に見合ったサービス水準を確保するべく、安定財源の確  
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保と並行して社会保障の機能強化を図るとともに、コスト縮減、給  

付の重点化等の効率化を進める。  

（非社会保障部門）  

非社会保障部門全体として、国民のニーズ等の変化を踏まえつつ、  

規模を拡大しないことを基本とし、効果的・効率的な公共サービス   

の提供を進める。  

ログラムの準備と実行  

準備と実行に関する原則   

原則1．経済好転彼の速やかな施行のために、税制抜本改革の実  

施時期に先立ち、制度的準備を整える。   

原則2．国民の理解を得ながら「中期プログラム」を確実に実行  

するため、税制抜本改革の道筋を立法上明らかにする。  

（1）経済好転後の税制抜本改革等の速やかな施行のために、その実施時   

期に先立ち、改革の内容の具体化を進めるとともに、法案その他の制   

度的準備を整える。政府においては、経済財政諮問会議や政府税制調   

査会などで行われる議論も踏まえっつ、関係省庁が連携してそのため   

の検討に着手する。  

（2）2009年度（平成21年度）の税制改正に関する法律の附則において、   

前記の税制抜本改革の道筋及び基本的方向性を立法上明らかにする。   

（3）基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げについては、2004年   

（平成16年）年金改正法に沿って、前記の税制抜本改革により所要の   

安定財源を確保した上で、恒久化する。2009年度及び2010年度の2   

年間は、臨時の財源を手当てすることにより、基礎年金国庫負担割合   

を2分の1とする。なお、Ⅲ．1．（1）における「予期せざる経済変動」   

に対応する場合には、それまでの間についても、臨時の財源を手当て   

することにより、基礎年金国庫負担割合を2分の1とする措置を講ず   

るものとする。  

（了）  
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社会保障  
国民会諸最終   
報告に基づく  

機能強化の課題  

r社会保陣国民金線中間報告」及び「同会  
旛七終報告」に描かれた峯を基に作成  社会保障の機能強化のエ程表  

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015   （～2025）  

財政検証  財政検証  

制度設計傾討  雷  法改正、根次実施  

・低年金・無年金者対策の推進  

（保険料免除制度の見直し、灸総翼枯期間の見直し、厚生年金適用拡大、保険料追納の弾力化）  
・在♯老齢年金制度の見直し等（1高齢者の就労に配慮した検討・実施）  
・育児期間中の保険料免除（→他の少子化対策と歩調を合わせて検討・実施）  など  

診療報酬改  

13～17の5か年）  
（現行’都道府   司 医療計 救急を  （2008～12   ′ ′√㌔      （新）都道府県医療計画（2        む急性期医療 

亨の  ・う  ㌧／■‘‘ィ、．す‥ ′診療報酬改定 ツ▲〆′．・．．r〆－  
（従事医師数の肋）   

曇  
臨床研傭の見直し 役割分担の推進（   医師と看痩 u虔的対応）   

↓  

レセプトオンライン化の   全実施   
請求への切替え  

・救急・産科等の体制強化  ・急性劇の機能分化推進   ○安心して出産できる昧紺 
・養成敷、臨床研修、役割分担の見直し等の制度的      」・地域包括ケアの推進と在宅医療の強  0救急患者の塾入れ⊥早期回復   
対応による人材確保  など      ．化・充実  など  q裡金種帰でき印刷ゐ穐築   

護報酬改   

葉4期介鮒2009～1  護計画（2012・、′14の3か 

】 

介護事業所の雇用  
萎 十七  

・専門性等のキャリアアップ、複軌看護体制の充 実等の評価を通じた介護従事者の処遇改善と  0居住系サ÷ビスの墟充、24時間対応、  
小規模多機能サービス充実による在宅  

確保  など  サ⊥ビスの整尉機能強庇  
など       ○雷度化由応、看巧叫機能、個劃ヒ・ユ  

ニうト化等の施設機能め強化  

「安心子ども 金」の設  

．  

「生活対策」、「5つの安心プ    新たな制度体系の創設  
ラン」に基づくサービス基盤    をにらんだサービス基盤  
整備（2008～10）  緊急整備  

べての≠ども・子育て家虚に必要な給付・サ⊥ビスを保  

・休業村上所得保障（出産前後の継続就業率55％）   

・働きに出る場合二保育サービス（3蛙未満児保育利用   
率38－44吼乃し入力【イ坤，  

→両袷吋は統今女は選択・併印可圃こ（シームレス化）  

・働いて小ない場合一月20鯛程度の一時削、りの利  
用を支援  

・学齢児⊥放課後児童クラブ（低学年利用如0％）  
⊥「小1の壁」の解消  

育児・介護休業法の見乱 

担割合2分の1の  

基礎年金国庫負  実現  
基礎年垂の撃嘩  
保障機能強化 

社会の構造変化  
に対する対応  

（医 療）  

急性期医療の機 能強化  

医師等人材確保 対策  

（介■■護）  

介護従事者の確  
保と処遇改善  

拡充と在宅介護  
居住系サービス  の強化  

仕事と子育ての  
両立を支える  
サービスの質と  

主の確保  
少
フ
丁
ル
ル
対
策
 
 

すべての家庭に  

対する子育て支  
援の強化  

子育て支援サー  
ビスを一元的に  

撞供する新たな  
制度体系の構築  

社会保障力ード（仮称）の実現に向けた  
環境整備（実証実験の実施等）  →2011年度中を目途とした導入   




